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ご挨拶 

 

杉原 誠四郎 

国際歴史論戦研究所 会長 

 

国際歴史論戦研究所は、光栄にも歴史認識問題研究会の協催、及び産経新聞社及び

JAPAN Forward の後援を得て、ここに「第３回 慰安婦問題を巡る国際シンポジウム 

２０２４」を開催することになりました。開催するに当たり、当研究所を代表して一言挨

拶をさせていただきます。 

 

 歴史をめぐる議論及び研究は確かな事実に基づいて行われなければなりません。また、

歴史の解釈というものは本来多様なものですが、が、これもしかし事実に基づいたもので

なければなりません。 

 

また、事実に基づいた解釈だとしてもその方向性は一様ではありません。歴史の解釈は

多様なものですが、国家のためになす解釈、国家としてなす解釈は、伝統に基づき、健全

な国民を育成するためのものでなければなりません。 

 

そうした歴史を多国間で見たとき、その議論及び研究は、事実に即し、多国間の親善に

尽くし、結果として人類の平和に貢献するものでなければなりません。 

 

しかるに、２０世紀、最後の四半世紀から今日に至る約５０年間は、日本軍に関わる慰

安婦問題では、多国間で、特に韓国、日本、米国の間で事実にはないことをもって非難が

行われ、そして応酬があり、非難と応酬で明け暮れ、３国の親善を著しく妨げてきました。 

 

しかるに近時、韓国国内にあっても、一連の慰安婦をめぐる非難は、史実にない嘘に基

いて行われている非難であるとして、非難を非難する運動が起こり、米国にあっては、慰
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安婦とは売春婦であり、彼女らはその経済的最適解を求めて行動していたという史実が明

らかとなるに至りました。 

 

恥ずかしながら、慰安婦は性奴隷であり、日本軍によって強制連行されたという史実に

ない非難が起こることのその震源地は全て日本にありました。史実にはないのにあるかの

ように仕立てられて、韓国、米国から非難を受けるに至ったのは、全て最初は日本におい

てそういう非難が言われるようになったからです。やがてそれが韓国から、そしてさらに

は米国から言われるようになりましたが、そういう非難の震源地は全て日本にあったわけ

です。日本にあって、何ゆえにあるべからざる非難が起こり、そしてそれを抑えることが

できず、韓国、米国に伝わり、世界から非難されるようになったのか。日本でなぜこうし

た嘘の非難を抑えることができなかったのか。日本にも大いに反省すべきところがありま

す。 

 

さて、この「第３回 慰安婦問題を巡る国際シンポジウム ２０２４」は、昨年９月５

日、韓国ソウルの韓国プレスセンターで開催した「第２回日韓共同シンポジウム」の延長

として開催するものです。成功裏に終わったこのシンポジウムの終了に当たって、当研究

所山本優美子所長は壇上より力強く、この第２回シンポジウムの連続として、第３回国際

シンポジウムを日本で開催したいと宣しました。そして翌日９月６日には、日本大使館の

前の慰安婦像の傍で、旧挺体協（日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯）の抗議

集会に勝るとも劣らない熱気に溢れた抗議集会を開きました。そして声明を読み上げ、

「日韓の真実勢力が力を合わせて、日本、韓国、北朝鮮の嘘つき勢力の陰謀と工作を暴露

し、彼ら、彼女らの責任を追及する。韓国と全世界に立てられたウソの象徴である慰安婦

像を必ず撤去させる。」と宣言しました。 

 

慰安婦像は、もはや嘘の歴史運動、嘘の歴史研究の象徴です。その慰安婦像の撤去をも

って、歴史研究の在り方をも正さなければなりません。この第３回韓国、日本、アメリカ

の代表による合同シンポジウムはそのことをも目指した極めて大切なシンポジウムであり

ます。成功を目指して、皆様の奮闘を期待いたします。 

 

 

２０２４年７月１０日 

国際歴史論戦研究所  

会長 杉原誠四郎 
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基調講演 1 

 

 

 

「 歴史認識問題としての慰安婦問題 」 

 

 

西 岡力 

麗澤大学特任 教授・歴史認識問題研究会 会長 

 

 

 

 

 

 
プロフィール 

 

専攻：韓国・北朝鮮地域研究。現職：モラロジー道徳教育財団道徳科学研

究所教授・歴史研究室長、麗澤大学特任教授、「救う会」全国協議会会長、

歴史認識問題研究会会長。韓国・延世大学留学、筑波大学大学院地域研究

科修了、外務省在韓国大使館専門調査員、「現代コリア」編集長、東京基督

教大学教授などを経て現職。第 30 回「正論大賞」受賞。著書に『よくわか

る慰安婦問題』※、『でっちあげの徴用工問題』※、編著『朝鮮人戦時労働

の実態』、『日韓「歴史認識問題」40 年』、『わが体験的コリア論』など多

数。（※は韓国語訳も出版） 

6



歴史認識問題としての慰安婦問題 

 

西岡 力（麗澤大学特任教授・歴史認識問題研究会会長） 

 

私は平成 3年（1991）以来、慰安婦問題に取り組んできた。(註 1) 私は「慰安婦という歴

史的存在はあった、それを 歴史学が研究することは出来る、しかし、未だに解決すべきこ

とが残っているという意味での慰安婦問題は平成 4 年（1992）まではなかった、したがっ

て慰安婦問題は歴史の問題ではなく現在の問題だ」と主張してきた。(註 2)   

慰安婦問題は、単純に、過去に何があったのかを実証しその意味を探る歴史学の課題だけ

でない。現在の日韓関係や北朝鮮の政治工作、日本国内の反日マスコミと運動家の虚偽発

信、日本政府の謝罪し人道支援するが反論しないという対応のまずさ、国連や米議会など国

際社会に拡散する誹謗中傷などなど、現代史の課題が複雑に絡み合っている複雑な問題だ。

だからこそ、現在の韓国・北朝鮮を学際的に研究する地域研究の主要テーマと言えるのだ。 

  

1  定義 

 

  まず、歴史認識問題を定義する。（註３） 

 「歴史認識に関わる事象に対して他国政府が干渉し、外交問題化すること」を歴史認識問

題と定義する。 

私の定義では、単純に複数の国や民族間でお互いに関わる歴史認識が対立していること

を歴史認識問題とは言わない。何々問題という言い方をするときには未だ解決していない

課題がある、あるいは残っていることを指す。 

通常の主権国家同士の間では、戦争や植民地統治などの過去に関わる清算は条約や協定

で行う。それを結べば内政不干渉の原則により、いくら相手の歴史認識が自分たちと異なっ

ていても外交問題とすることはない。これが現代の国際法の原則だ。 

わが国における歴史認識問題は、昭和 57年（1982）韓国政府と中華人民共和国政府が日

本の検定済み歴史教科書の記述について修正を求めたことを嚆矢とし、昭和 60 年（1985）

の中国による中曽根首相の靖国神社参拝抗議と平成 4 年（1992）慰安婦強制連行プロパガ

ンダ以降、本格化した。 

干渉を受けるわが国の内部に、それを助長する言論機関や学者、運動家らが存在し、かつ

外交当局が内政干渉の不当さを指摘せず、ただ謝罪し人道的配慮をするという譲歩を繰り

返すというわが国特有の構造のため、問題は悪化し続けた。 

その結果、国際社会にわが国に対する事実無根の誹謗中傷が拡散している。  

 

２ 歴史認識問題の 4 要素 
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私は、『歴史認識問題』創刊号（2017 年 9月 20日）で発表した、拙論「歴史認識問題と

は何か」で、歴史認識問題には 4つの要素があり、それが絡み合って問題が深刻化していっ

たと主張してきた。すなわち、 

第 1 に日本国内の反日マスコミ・学者・運動家が事実に反する日本非難キャ ンペーンを

行なった。 

第 2 にそれを中国と韓国両政府が正式な外交問題にして「内政干渉」的要求を押しつけ

た。 

第 3 に日本の外交当局が事実と国際法にもとづいて反論をせず、まず謝罪して道義的責

任を認め、人道支援の名目ですでに条約・協定で解決済みの補償を中途半端な形で行なっ

た。 

第 4 に、内外の反日活動家が事実 無根の日本非難を国際社会で拡散した。その結果、わ

が国とわが先祖の名誉が著しく傷つけられ続けている。 

 

その後、挺対協（挺身隊問題対策協議会）に代表される韓国の反日運動家らが一時、韓国

政府や社会全体を支配するまで力をつけたこと、挺対協は北朝鮮と密接な関係を持ってい

たこと、韓国マスコミ・学者がひどいねつ造発信を続けていることなどについて実態が明ら

かになった。 

そのことを踏まえてここで、新しく 4要素を整理してみた。 

第 1 に日本国内の反日マスコミ・学者・運動家が、韓国の一部運動家らと協力して事実に

反する日本非難キャンペーンを行なう。それを受けて、韓国のマスコミがよりひどい虚偽を

拡散する。 

第 2 に韓国政府が正式な外交問題にして解決を日本政府に迫った。 

第３に日本政府が反論をしなかったことで事態を悪化させた。不当な要求に対して事実

に踏み込んだ反論をせず、まず謝罪して道義的責任を認め、人道支援の名目で、すでに条

約・協定で解決済みである補償を再び中途半端な形で行なったため、問題をさらに悪化させ

ることとなった。 

第 4に、北朝鮮が日韓関係を悪化させることを目的として日韓の反日活動家と連携して、

事実無根の日本非難を国際社会で拡散した。その結果、日韓間で外交紛争が続き、わが国と

わが先祖の名誉が著しく傷つけられ続けている。 

 

３ 日韓の歴史認識問題の始まりである 1982 年の第 1 次教科書問題 

 

日韓の歴史認識問題の始まりである 1982年の第 1次教科書問題、それを本格化した 1992 

年の慰安婦問題について私は多数の論文や単行本を書いてきた。（註 4）ここでは、それを簡

単に振り返ろう。 

 1982 年の第 1次教科書問題について見よう。このときも、第 1 要素である日本の反日マ
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スコミのうそ発信から騒ぎが始まった。1982 年 6月に日本で次年度から使用される検定済

み中学歴史教科書が公開された。日本のマスコミは、検定の結果、実教出版の教科書で「（中

国）華北への侵略」という原稿の記述が「進出」に書き替えられたと一斉に報じた。しかし、

その報道は誤報だった。原稿段階から「進出」と書かれていて、検定によって書き替えが行

われたのではなかった。大手マスコミはすべてその誤報を行ったが、そのことを認めて訂正

したのは産経新聞だけだった。 

 日本のマスコミの誤報を韓国と中国のマスコミが連日、大きく報じた。その過程で、毎日

新聞が「中国大陸や朝鮮半島への『侵略』を『進出』に改めさせた」ともう一つの誤報を行

い、それを韓国マスコミが一斉に報じるという誤報の共鳴現象が起きた 

 騒ぎが大きくなる中、韓国と中国の政府が日本政府に対して外交ルートで教科書記述の

「是正」を求めるに至った。第 2要素が加わった。1965 年の国交正常化以降このときまで

韓国政府は歴史認識問題を外交に取り上げたことはなかった。このときから日韓の間で歴

史認識問題、すなわち「歴史認識に関わる事象に対して他国政府が干渉し、外交問題化する

こと」が始まったのだ。 

 当時、全斗煥政権は日本に対して 60 億ドルの経済協力を求めていたが、日本側がなかな

か受け入れなかった。韓国側は、韓国軍の近代化に約 200 億ドルかかるが、韓国軍は共産

勢力の南下を防いで日本の安全に寄与しているから、その近代化資金の 3 分の 1 程度は日

本が負担すべきだという主張をし、日本の鈴木善幸政権は軍事にかかわる経済協力は出来

ないと拒否していた。 

共産勢力と共に戦うという論理で経済支援を受けるという方式を日本が受け入れなかっ

たので、全斗煥政権は歴史問題で日本を責めて支援を受けるという、歪んだ反日政策をとっ

た。全斗煥政権は中国共産党と朝日新聞など日本の左派メディアと共闘して歴史認識問題

で日本政府を攻撃するというおかしな路線をとったのだ。 

それに対して日本政府が教科書検定基準を改定して、事実上、韓国と中国の要求を受け入

れた。これが第 3 要素だ。本来なら中学校教科書は自国民を育てるためのものであって、外

交交渉の対象にはならないと毅然と韓中の要求を拒否すべきだった。ところが、鈴木内閣の

宮沢喜一官房長官が談話を出して、過去の歴史を謝罪し、教科書記述を変えると表明したの

だ。そして、鈴木善幸内閣を継いだ中曽根康弘内閣は、40 億ドルの韓国への経済協力を決

めた。結果として全斗煥政権が始めた歪んだ反日政策は成功した。（註 5） 

盧泰愚政権も反日を外交カードとして使って日本から資金や技術援助を受け取った。 盧

泰愚政権の反日の目的が経済協力を得ることだった点については当時、日本経済新聞ソウ

ル特派員だった鈴置高史氏が「韓国の経済閣僚にインタビューした際に『技術移転や、貿易

赤字問題に日本が協力しないと、韓国人の反日意識が高まろう』と経済閣僚が述べた。私が

『そろそろ反日は経済面では逆効果になる』と意見を述べると、その部分の発言を撤回し

た」というエピソードを伝えている。（註 6）  

軍人出身の全斗煥、盧泰愚大統領が採用した歪んだ反日は、韓国国内に大きな禍根を残す。
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そのことは後述する。 

 

 

４ 歴史認識問題を本格化させた慰安婦問題 

 

 次に慰安婦問題を見よう。昨年行われたソウルでの日韓慰安婦シンポジウムで私は「日本

から始まった慰安婦問題」という発表を行い、それを『歴史認識問題』第 14 号に寄稿した。 

 平成 3 年（1991）、1年かけて朝日新聞が強制連行説、性奴隷説を大々的に報じ、同年 12

月高木健一弁護士らが元慰安婦や元戦時労働者らを原告にして日本政府に賠償を求める裁

判を起こした。日韓マスコミがやはり誤報の共鳴現象を起こし、大騒ぎが起きた。これが第

1 要素だ。 

翌平成 4 年（1992）1 月宮沢喜一総理大臣が韓国を訪問した。そこで韓国政府は盧泰愚大

統領が宮沢総理に解決を迫った。そのとき宮沢総理は 8 回も謝罪した。第 2 要素と第 3 要

素だ。 

当時の韓国政府内で慰安婦問題を首脳会談で扱うことに消極的な意見もあった。当時、韓

国は日本に貿易不均衡を是正するために先端技術の提供を強く求めていた。大統領府は慰

安婦問題で日本を圧迫してその交渉を有利に進めようと考え、首脳会談で慰安婦問題をと

りあげた。日本から支援をもらうために歴史認識問題を使うという、全斗煥政権以来の歪ん

だ反日政策がここにもあった。 

当時の日本政府は、日韓のマスコミによって作られた反日雰囲気の中で、事実を調べずま

ず謝罪するという無責任な対応をとった。私は 92 年 2 月、外務省北東アジア課の幹部に

「宮沢総理が韓国で謝罪した理由についてききたい。吉田清治氏が主張しているような強

制連行を認めて謝ったのか、あるいは貧困の結果、当時は合法だった公娼制度の下日本軍慰

安所で働いた女性に対して人道的立場から謝ったのか、もし後者ならなぜ、公娼制度の下で

内地の売春に従事した日本女性に謝らないのか」という質問をした。その答えは「これから

調査する」だった。まさに事実に基づく反論をせずまず謝る、第 3要素そのままだ。 

第 4 要素については、すでに 1992 年に戸塚悦朗弁護士が国連人権委員会(現在の人権理

事会)に慰安婦問題を持ち込んで、「性奴隷」だったと嘘の問題提起を行っている。（註７）1992

年に慰安婦問題が急拡大したとき、北朝鮮はこれを日韓離間に利用できると考え、すぐに政

治工作を始める。1992 年 8 月に北朝鮮で「従軍慰安婦及び太平洋戦争被害者補償対策協議

会」ができる。同年 9 月平壌で第３回「アジアの平和と女性の役割シンポジュウム」に尹貞

玉代表ら「挺対協」メンバーが金日成主席と面会する。その後、韓国の慰安婦運動団体は北

朝鮮と密接な関係を維持し続ける。（註８） 

 

５ 日本の反日日本人が慰安婦の嘘を必要とした理由 
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日本の反日勢力が 92 年に慰安婦問題に力を注いだのは偶然ではない。その時期に彼らが

それをする理由があった。 

日本の反日日本人らが 90年代初めに慰安婦問題を作り上げて自国と先人の歴史をおとし

めたのは、ソ連が崩壊して彼らが信じていた資本主義が亡びて社会主義になるという歴史

観が間違っていることが現実によって証明されたからだった。反日日本人らはそのときま

では「進歩的知識人」と自称していた。歴史は資本主義から社会主義に進歩すると信じてい

たからだ。ソ連崩壊で社会主義が資本主義になってしまったのだから、彼らは自分たちが何

を間違えたのかきちんと反省すべきだった。しかし、それをせずに過去の日本の「悪業」を

告発する「反日砦」に逃げ込んだ。自分たちだけが自国の悪行を自覚し反省し被害者に謝罪

する「良心」を持っている。多数派の日本人は「良心」がかけているとして、「良心的知識

人」を自称することになった。 

私は 1992 年に出した慰安婦問題の嘘を暴く拙著『日韓誤解の深淵』（亜紀書房）でその

ことを次のように書いている。その記述は 30 年以上の時が流れた今、大枠で正しかったと

言えるのではないか。稚拙な文章で恥ずかしいが引用する。 

〈現在戦前の日本の「悪業」の告発の先頭に立っている日本人たち（『朝日新聞』、雑誌『世

界』および「進歩的文化人」ら）は、これまで何回となく意図的な嘘にもとづくキャンペー

ンを展開してきた。…しかし、結局嘘によって進められた運動は弱い。ソ連の崩壊により東

西冷戦がアメリカを中心とする西側の一方的な勝利で終わった今、彼らのその図式はまっ

たく用をなさなくなってしまっている。だから彼らが本来なさなければならないのは反省

であって、新しい対立の火種探しであってはならなかったはずだ。 

 彼らの最後の砦が、過去の日本の韓国・朝鮮への「悪業」に対する告発となったのでは

ないか。だから、日本を糾弾すること自体が目的であって、韓国人被害者を支援することを

本当に真剣に考えているのかは大いに疑問だ。なぜなら、被害者を助けたいと思うのなら、

まずだれがどのような被害を受けたのかという事実を正確に究明することが不可欠の第一

ステップであるはずだ。ところが彼らはそれをしないで、日本の「悪業」を告発するという

彼らの目的に合う「証拠」、「証人」だけを選んで、挺身隊=慰安婦などの嘘もまじえながら

反日キャンペーンを展開することに専念している。そして事情を知らない多数の日本人は、

彼らの「善意」を信じてカンパをしたり精神的支援を送ったりしている。 

一方、韓国側では、「反日」日本人と手を組んでいるのは元慰安婦、元日本軍人・軍属や

徴用労働者の人々だが、実はこれらの人たちはこれまで韓国内では「親日分子」「対日協力

者」という眼で見られていて肩身の狭い思いをしていた。日本が戦争をするのに協力をさせ

られた人々であって、独立運動家らのように日本軍と闘った人たちではない。だからこそこ

れらの人々の日本告発はかえって激しくならざるを得ないという側面があるのだ。天皇の

わら人形を燃やすなどの過激な行動をとることで、自分たちはあくまでも「被害者」である

のだということを韓国内に向けてアピールしているとも言えるのだ。…また、年間数億ウォ

ンにのぼる会費、寄付などを集めつづけるためにも、運動がマスコミの注目を集め続けなけ
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ればならないという事情もある。その上、韓国のマスコミは少し誇張して言うと、日本に対

する非難であれば事実確認しなくても良いという雰囲気があるだけでなく、多くの韓国の

日本専門家らが安易にそれに乗っかって反日論を展開する。つまり、「反日」の乾し草は山

と積まれているのである。火種を投じればすぐ盛り上がる条件ができている。だから「反日」

日本人らが展開する日本糾弾は韓国のマスコミでいつも大きく取り上げられることになる。

この両者の不幸な相互作用によって本来友好であるべき両国民の感情の溝は回復困難なほ

どに深まってきてしまったのである。 

もう一つ指摘すべきは、両国政府が事実関係に対するきちんとした調査なしに、一方は過

去の経緯を無視した要求を出し、もう一方はそれを正面から反論せず小出しに受け入れて

いくというその場しのぎの対応を繰り返していることが事態をより悪化させているのだ。〉

203〜205 頁 

 

５ 北朝鮮と韓国が慰安婦の嘘を必要とした理由 

 

一方、北朝鮮と韓国にも反日を必要とする事情があった。1980 年代に入り経済開発で韓

国に負けたことが明白化したので、北朝鮮は対南工作の政治宣伝を共産主義の優位から反

日民族主義に移した。すなわち、韓国は親日派を処断せず、親日派だった朴正熙が権力を握

り、過去清算をうやむやにしたまま日本と国交を結んだ一方、北朝鮮は抗日運動の英雄・金

日成が建国し、親日派を処断し、反日民族主義をつらぬいたから、民族としての正統性は北

にあるという「反韓史観」を韓国に拡散させた。 

「反韓史観」については 1996 年に北朝鮮研究の泰斗であった李命英成均館大学教授(当 

時)が指摘している。(註９)  2004年、前年まで国定だった中学、高校の国史(韓国史)教科書

が検定に変わると、「反韓史観」に基づく歴史教科書が多数でまわるようになった。それに

対して 2005年 1月、教科書の健全化を目指す「教科書フォーラム」が良識派学者らによっ

て組織された。(註 10)  同フォーラムの中心メンバーの一人である李栄薫ソウル大学教授（当

時）はその歴史観を次のように要約した。 

「誤った歴史観は、過去百三十年間の近現代史を汚辱の歴史として子供たちに教えてい

ます。宝石にも似た美しい文化を持つ李氏朝鮮王朝が、強盗である日本の侵入を受けた。 そ

れ以後は民族の反逆者である親日派たちが大手を振った時代だった。日本からの解放はも

う一つの占領軍であるアメリカが入ってきた事件だった。すると親日派はわれ先に親米事

大主義にその姿を変えた。民族の分断も、悲劇の朝鮮戦争も、これら反逆者たちのせいだっ

た。それ以後の李承晩政権も、また 1960〜70 年代の朴正熙政権も、彼らが支配した反逆の

歴史だった。経済開発を行ったとしても、肝心の心を喪ってしまった。歴史においてこのよ

うに正義は敗れ去った。機会主義が勢いを得た不義の歴史だった」(註 11) 

「反韓史観」は日本の統治に協力した親日派が処断されなかったことをけしからんと糾

弾するのだから、日本の朝鮮統治は悪業でみちていなければならない。日本軍が朝鮮の少女
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を多数強制連行して性奴隷にしたとする嘘は、「反韓史観」をサポートする格好の物語だっ

た。 

 1990 年代に入り、反日日本人らが慰安婦の嘘を発信するや、「反韓史観」にそまった韓

国の日本の統治を知らない世代はそれを信じてしまった。 

 盧武鉉大統領は弁護士時代に「反韓史観」に触れて衝撃を受けたという。盧武鉉は大統

領に就任後の 2004 年 7 月 30日に、「反民族行為特別調査委員会を解体して以来、誤った歴

史を正すことができず、これまで遅延されている。誰かが、同問題を解決しなければならな

い」などと述べて、自身の歴史観を披露した。(註 12) 

 その歴史観に立って、盧武鉉は大統領直属の「大韓民国親日反民族行爲真相糾明委員会」

を作った。同委員会は親日反民族行為者として 1006 人の名簿を公表した。 

 この歴史観は 90 年代以降、各界各層に浸透し、現在使われている韓国の小、中、高校 

で使われている歴史教科書も、この歴史観にもとづき書かれている。2005 年以降、教科書

フォーラムの流れを汲む一部の実証主義学者らが教科書改善運動を開始したが、彼らが執

筆した歴史教科書は採択率ゼロだった。 

 朴槿恵大統領が就任後、慰安婦問題にこだわる反日外交を続けた背景には、 国内で「親

日派の娘」と非難されることを恐れたことがある。「反韓史観」に正面から挑戦せず、逃げ

たからそのような結果になった。ただ、朴槿恵大統領は歴史教科書を国定化するという強硬

政策をとった。その点は肯定的に評価できるが、弾劾が成立し 7 カ月早く実施された大統

領選挙で当選した文在寅は、大統領就任の日、担当長官の人選すらしないまま、国定教科書

廃止を決めた。 

 

おわりに 

 

韓国の反日外交は彼らの内政上のそれを必要とする事情があった。したがって、いくらわ

が国が繰り返し謝罪しても解決しない構造的なものだった。 

 ところが、わが国の外交は安倍晋三政権が登場するまでそのことに気づかず、こちらが

誠意を見せれば通じるはずだ という安易な姿勢に立ち、事実に基づいた反論を行わなかっ

た。そのため嘘が国際社会に広がり、わが国と先人の名誉が著しくけがされ、日本の中で韓

国嫌いが増えて、日韓関係は悪化の一路をたどった。 

 その嘘を広めた勢力にはそれぞれ動機、理由があった。史料に即して嘘を暴くのが歴史研

究である。嘘を広げた勢力の正体と動機、目的を明らかにするのが歴史認識研究だ。今後、

ここに集まった日本と韓国と米国の真実勢力が力を合わせてその二つの課題に取り組んで

いくべきだ。 

 

(註 1) 西岡力『日韓誤解の深淵』(亜紀書房、1992) 

(註 2) 西岡力『従軍慰安婦論は破綻した』(日本政策研究センター、1997) なお本書は後に、
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西岡力『日韓「歴史問題」の真実−「朝鮮人強制連行」「慰安婦問題」を捏造したのは誰か』

(PHP研究所、2005)に収録された。 

(註３)西岡力『日韓「歴史認識問題」の 40年』（草思社、2021 年） 

(註 4)1982 年の第 1 次教科書問題については前掲『日韓誤解の深淵』を、慰安婦問題と日

本国内の虚偽キャンペーンについては『朝日新聞「慰安婦報道」に対する独立検証委員会報

告』(同委員会、 2015)などを参照。 

(註 5) 全斗煥政権の経済協力を得るための手段としての反日外交については、西岡力「韓

国版極左史観が生む反日と嫌韓の連鎖」(『月刊正論』2015 年 7月号)に詳しい。 

(註 6) 『現代コリア』1993 年 1 月号 

(註７) 「性奴隷(セックススレーブ))」という用語は、戸塚弁護士が 1992 年国連人権委員

会に慰安婦問題を提起する際に最初に使った。西岡力『増補版よくわかる慰安婦問題』(草

思社文庫、2012) などを参照。 

(註 8)挺対協と北朝鮮の密接な関係については前掲書に詳しく書いた。 

(註 9) 李命英「韓国の「反韓」史観」『現代コリア』1996 年 12 月号 

(註 10) 教科書フォーラムについては、西岡力『韓国分裂』(扶桑社、2005)が詳しい。 

(註 11) 李栄薫『大韓民国物語』(文藝春秋、2009)330〜331 頁 

(註 12) 『中央日報』(電子版)2004年 7 月 30 日 
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基調講演 2 

 

 

 

「 日本軍慰安婦の問題が韓国社会に及ぼす破滅的効果 」 

 

 

李 栄薫 

李承晩学堂校長 

 

 

 

 

 

 
プロフィール 

 

ソウル大で韓國經濟史硏究で博士學位を受ける。 韓神大、成均館大を経て

ソウル大經濟學部敎授に就任する。 (韓國)經濟史學會の会長として働く。 

定年退職後は李承晩學堂の校長として活動している。 『朝鮮後期社會經濟

史』（ハンギル社、1988 年刊）、『數量經濟史で捉え直す朝鮮後期』（共著、

ソウル大學校出版部、2004 年刊）、『大韓民國の物語』（キパラン、邦訳は文

藝春秋）、『韓國經濟史』Ⅰ・Ⅱ（一潮閣、2016 年刊、Ⅰの邦訳は春風社）

などの著書がある。 
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 日本軍慰安婦問題が韓国社会に及ぼす破滅的影響  

 

李 榮薰（李承晩学堂 校長） 

 

1910～1945 年、韓半島は日本領土の一環として日本の支配を受けた。この歴史をどのよ

うに解釈するのか。その時期、日本帝国に協力した人々をどう扱うべきか。この問題は、

1948 年大韓民国が成立して以来、この国の政治史を規定してきた非常に重要な要因の一つ

だった。この問題に関する立場は政治勢力によって大きく異なっており、そのため政治勢

力間に大きな衝突が数回もたらされた。 

 

最初の衝突は建国直後の 1949 年に起こった。日帝に協力した者のうち、一定の地位以上

の有力者を「反民族行為者」と規定し、それらを処罰するための「反民族行為特別調査委

員会」が国会で組織された。同委員会は反民族行為者 559 人を特別検察部に送致し、その

うち 293 人が特別裁判部に回付された。その中で特別裁判部が裁判を終結したのはたった

の 38 人であり、それでも有罪で体刑を宣告された人は 12 人に過ぎなかった。同委員会は

1949 年 8 月に解散した。このように反民族行為者の処罰が中途半端で終わったのは、李承

晩大統領が同委員会の活動を強く牽制したからだ。彼は同委員会の活動が大韓民国の建国

を主導した反共産主義勢力の分裂と弱化を招くことを警戒した。 

 

2 番目の衝突は 1964～1965 年、日本との国交締結をめぐって繰り広げられた。韓国と日

本は 1951 年以来、国交締結のための交渉を行ってきたが、立場の激しい差で会談は何度も

決裂した。1961 年に軍事クーデターで執権した朴正熙大統領は、韓国の対日本請求権を無

償援助 3 億ドルと公共借款 2 億ドルの条件で妥結した。すると野党と在野政治勢力が屈辱

外交と非難しながら大きく反発した。朴正煕大統領は戒厳令を宣言し、軍隊を動員して野

党と在野勢力のデモ隊を鎮圧するしかなかった。 

 

この二つの事件は、韓国政治史において、李承晩と朴正熙につながった権威主義政治が

国家の理念的正體の確立と経済発展の基本戦略の模索と関連して、国民の民族主義情緒に

こだわらず冷静に国家の利益を追求したこと物語っている。以後、全斗煥大統領にまで延

長された権威主義政治期（1948～1986）に、韓国は近代的国民国家の枠組みを整備し、高

度経済成長を成し遂げた。 

 

1987 年から権威主義政治に代わって、いわゆる「民主化時代」が開かれた。その時代に

執権した野党出身の大統領は以前の時代の大統領を否定したが、その最も重要な理由は彼

らが親日派を擁護したり親日政策を取ったりしたということだ。例えば、金大中大統領は

亡くなる 3 年前に出版した彼の自叙伝で李承晩大統領の執権を指して、この国の不幸な現
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代史の出発点だったと罵倒した。解放後、親日派が富と権勢を維持するために李承晩の周

りに集まり、李承晩は彼らの助けを借りて権力を占めたというのだ。金大中は朴正熙大統

領に対しても、この国の歴史は彼の執権でさらに不幸になったとした。朴正熙はその本性

で親日であり、彼の対日外交は足りないほど屈辱的であり、ついに韓国経済を日本経済に

従属させてしまったとも批判した。金大中大統領の後に続いた盧武鉉大統領は 2003 年の

３・１節の祝辞で「私たちの近・現代史で正義は敗北し、機会主義が得勢した」と宣言し

た。 

 

1990 年を前後して発生した日本軍慰安婦問題は、このような歴史的流れの中でその性格

と影響を把握しなければならないだろう。民主化時代以降、韓国人の反日本民族主義の感

情は、上記のような政治的要因に規定され、ますます強化する趨勢だった。日本軍慰安婦

問題は、同様の時期に提起された徴用労務者問題とともに、そのような歴史的趨勢を牽引

する強力な力だった。 

 

民主化時代以降、韓国人の日本に対する敵対感情が強化されてきた傾向は、日本が韓国

を統治した 1910～1945 年、その期間を指す日常用語の変化でよく観察できる。それ以前

まで、その期間は通常「日帝時代」と呼ばれていた。今日の一般的な「日帝強占期」とい

う用語は、まさに個人的な好みでまれに使われるだけだった。例えば韓国の４～５紙の主

要新聞をデータベース化したネイバーニュースライブラリで「日帝強占期」という用語が

出現する最初の年は１９７２年だ。その後、この用語の頻度は 1986 年までに 4～5 紙の新

聞を合わせて年間 10 回未満にとどまった。それが民主化時代が開かれて以来着実に増加す

る傾向を見せたが、いよいよ 2010 年になると既存の「日帝時代」を追い越すに至った。例

えば、2009 年の朝鮮日報で「日帝時代」の頻度は 162 回、「日帝強占期」は 77 回だった

が、2010 年になると「日帝時代」が 123 回、「日帝強占期」が 136 回として後者が前者を

超えた。以後、「日帝強占期」が急速に「日帝時代」に代わって、2023 年の昨年の場合、

「日帝強占期」が 212 回に比べて「日帝時代」は 15 回に過ぎなかった。  

 

「日帝強占期」という用語は、日本の韓国統治が強圧的な中で不法的だったことを示唆

している。その用語が 2010 年以降、既存の日常用語「日帝時代」を追いやり、その時代に

関する標準語となった。一般的に国際的交流が増大して経済発展が行われれば、他の国、

特に隣国に対する敵対感情は弱まるといえるが、韓国の日本に対する敵対感情は逆の趨勢

を踏んだといえる。そこには先に指摘した韓国政治史の変化とともに、1990 年代に入って

提起された日本軍慰安婦問題が一つの有力な要因として作用した。 

 

1991 年日本軍慰安婦問題が日本との外交的紛争で提起される以前に韓国人が日本軍慰安

婦の存在を知らなかったわけではない。解放後、日本軍慰安婦を主人公や登場人物とする
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小説が珍しく出版された。 1965 年に公開されたある映画は太平洋戦争期のビルマを舞台

にしたが、相当数の慰安婦を助演で出演させた。 1972 年、沖縄である慰安婦が生存してい

ることが知られていた。 1980 年代に出てきたある小説の主人公は、母が慰安婦出身だっ

た。 1982 年、在日歴史学者の姜在彦が韓国に来て、総督府が日本軍慰安婦を強制動員し

たと発言した。しかし、それに対する韓国人の怒りは起こらなかった。 

 

それまで日本の統治を受け、朝鮮戦争（1950～1953）を経験した多数の韓国人にとって、

慰安婦は見慣れた存在だった。日帝が施行した公娼制は解放後、米軍政によって廃棄され

たが、事実上そのまま存続した。 1950 年代の新聞を閲覧すると、日帝時代の娼妓は慰安

婦と、遊廓は慰安所と呼ばれていた。日本軍慰安所制度に対する記憶もあったが、より直

接的には朝鮮戦争期に韓国軍が運営した慰安所制度がより大きな影響を及ぼした。 1951年、

韓国軍は将兵に性的慰安を提供する特殊慰安隊を設立し、1953 年まで運営した。非公式だ

が米軍にも慰安婦が提供された。 1956 年、韓国政府は売春産業に従事する女性を慰安婦、

ダンサー、接待婦、密娼の 4 種類に分類したが、慰安婦を指して英語で prostitute とした。

慰安婦はほかならぬ売春婦だった。 1959 年に性病検診を受けた慰安婦の数は 9 万 8,891 人

にも達した。   

 

1966 年、慰安婦営業をもはやできなくなったある女性が、そのような被害を与えた人に

損害賠償を要求する訴訟を提起した。最高裁まで上がった裁判で女性は敗訴した。その理

由を最高裁は「一般的に日常用語において慰安婦とは売春行為をする女性を指すこと」で

あるが、法律が禁じる売春を続けることができるという前提で算出した損害額を被害を与

えた人に請求するできないからだと言われた。このように当時まで韓国人の日常用語で慰

安婦といえば売春婦を指す意味だった。 

 

1990 年代に至って全く新しいイメージの慰安婦が出現するには、1981 年に日本で出版

された吉田清治の『私の戦争犯罪：朝鮮人強制連行』という本が重要な契機として働いた。

吉田はこの本で戦時期に韓国済州島に来て 205 人の女性を奴隷狩りのように強制連行した

自分の犯罪行為を告白した。 1989 年、彼の本が韓国で『私は朝鮮人をこうして捕まえた』

というタイトルで出版され、韓国人に大きな衝撃を与えた。以後、吉田の告白は虚偽の嘘

であることが明らかになったが、戦時期に数多くの女性が日本軍の性的慰安のために奴隷

狩りにあったという彼が植えた事実は歴史的真実に固まっていった。そのようになったの

には、日本の統治や朝鮮戦争を経験しなかったために、慰安婦の存在に慣れていない新し

い世代が韓国政治と社会の主流で登場した世代交代の要因が重要だったと見られる。これ

らの新世代は成長過程で前世代より強い対日本敵対感情を教育されてきた。 

 

吉田清治の本が出版されたことをきっかけに韓国では女性活動家たちが日本によって強

18



制連行された女性を探し始めた。その作業のために 1990 年韓国挺身隊問題対策協議会、す

なわち挺対協が組織された。挺身隊というのは 1944 年、日本で女性挺身労働令によって

12～40 歳の未婚女性を動員し、軍需工場の不足した労働力を充当したことを言う。韓国で

は上記勤労令を施行する条件が揃わなかった。ただし、学校別に教師の勧誘を受けた女学

生が団体を構成し、日本の軍需工場に投入されたのが、約 2,000 人程度だったと推算され

る。このように挺身隊と慰安婦は全く別個の事案だったが、1990 年に挺対協を組織した韓

国の女性活動家たちは両者を混同していた。彼らは日帝が 挺身隊の名分で女性を動員した

後、戦線に送って慰安婦にしたという証明されていない事実を固く信奉した。彼らの中に

は大学に属した教授もいたが、韓国の社会史、家族史、女性史、売春業の歴史、さらには

戦時期のさまざまな動員政策に関する専門的研究者ではなかった。彼らは権威主義政治に

対抗して民主化運動に参加してきた活動家たちであり、日本の戦争責任を問うという実践

意識で挺対協の活動に参加した。 

 

挺対協の活動家だけが挺身隊と慰安婦を混同したのではなかった。当時まで韓国の歴史

学者や社会科学者の中で日本軍慰安婦の歴史を韓国の社会史、女性史、家族史、売春業の

歴史の観点から総合的に理解する研究者はたった 1 人も存在しなかった。私は慰安婦問題

が爆発した 1990 年代にかけて、それについて学術的価値が十分であるただ 1 つの論文や 1

冊の著書も見つからなかった。挺対協の活動は学術的に完全に不毛の状態から出発し、そ

のために以来、膨大な副作用を韓国と日本の両方に残した。 

 

1991 年 8 月、挺対協は自分が慰安婦だったことを告白する女性を見つけることに成功し

た。同様の経歴の女性が後に続いた。そのたびに韓国人は女性を奴隷狩りのように強制的

に引きずって行った日本官憲の野蛮な横暴に怒った。挺対協の活動は国民的支援の対象と

なった。 1992 年 1 月から挺対協は毎週水曜日、駐韓日本大使館の前で抗議集会を開き始め

た。挺対協は、日本政府が慰安婦を強制連行した戦争犯罪を関連法の制定を通じて公式謝

罪し、相応する補償をしなければならないと主張した。同集会は 2024 年、これまでも 30

年以上続いている。 2010 年挺対協は駐韓日本大使館の前に慰安婦を象徴する年齢 13 歳ほ

どの少女像を立てた。他国公館の品位を傷つけてはならないという国際条約に明確に違反

する行為であったが、挺対協は強行し、韓国政府は傍観した。そのように建てられた少女

像が全国的に 200 体以上に達している。 2020 年に正義記憶連帯に名前を変えた挺対協の

代表が国民の寄付金を横領した事件が暴露されるまで、韓国内で挺対協の活動は誰も牽制

できない神聖な権威に君臨した。その約 30 年間、挺対協が国内外にかけて様々な活動を行

っており、それに対して日本政府がどのように対処したかについては言及を省略する。 

 

幸か不幸か、私は挺対協が主導する慰安婦運動に対して公に異議を申し立てた最初の人

となった。 2004 年 9 月のことだった。当時盧武鉉大統領は歴史の正義を立てるという名分
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をかけ、特別法を制定して「親日民族行為者」を選定し、彼らの罪状を登録して公布する

事業を行った。私は政府が行う事業に批判的だった。私はあるテレビ放送局が開催する、

全国に放映される公開討論会に出席し、反対意見を表明した。私は 1949 年当時反民特委の

活動が挫折され、民族の精気がぼやけたという前提それ自体が証明不可能な、前近代的な

道徳史観であることを指摘し、親日反民族行為と列挙された様々な事項に関する学術的な

研究が非常に不足している現実を反対の理由として掲げた。 

 

それから私は日本軍慰安婦について言及した。私は朝鮮戦争当時も韓国軍が慰安所を運

営しており、また韓国政府の支援の下で韓国に駐留する米国軍にも数万人の慰安婦が割り

当てられたことを指摘した後、太平洋戦争期日本軍に配属された慰安婦だけを戦争犯罪の

犠牲者とみなし、それらを強制動員した人々だけを処罰するという理由が何かを問いただ

した。その言葉が禍根だった。その言葉を聞いていたある国会議員が日本軍慰安婦を米国

軍慰安婦と同一視するのは日本右翼勢力の主張ではないかと反論した。その後騒々しい攻

防が行われた。その場面を見ていたあるインターネット新聞の記者が、私が日本軍慰安婦

を公娼と規定したという記事を発信した。以来、途方もない波長が起こった。数多くの悪

口電話がかかってきて、私が所属する学部のホームページは私を非難する文でダウンして

しまった。私の研究室まで訪ねて抗議する人もいたし、ある学生は私の研究室のドアに卵

を投げたりもした。女性国会議員の何人かは、私の国立大学教授職を奪うべきだという記

者会見を開くまでした。 

 

やがて元慰安婦たちが車いすに乗って大学キャンパスを訪問して抗議デモを繰り広げる

という情報が聞こえてきた。私はやむを得なく彼女らが収容されている場所を訪ねて、彼

女らの名誉を汚すになったことにお詫びを申し上げた。彼女らは“どのように私たちを米軍

慰安婦と同一視するか”と私を叱咤した。“我々は引っ張られたが、米軍慰安婦は自発的に

行った”ということだった。その謝罪の現場で、誰も気づかなかったが、私は重大な約束を

した。“私は研究者として、いつか皆さんがどのようにしてその不幸な人生を過ごすことに

なったかを詳しく研究し、世界に明らかにする”と誓った。私がその約束を守るのは大学を

定年した後、2019 年に数人の同僚研究者と共に出版した『反日種族主義』を通じてだった。

この本はすぐ日本語に出版されて、今年は英語版の Anti-Japan Tribalism が米国で出版さ

れた。 

 

この本に載せられた慰安婦に関する章の執筆で、私は秦郁彦氏と西岡力氏のような日本

人研究者たちが成し遂げた研究成果から多くの助けを受けた。慰安婦の研究に自分なりの

小さな貢献があったならば、1937～1945 年の日本軍慰安所制度を貧賤階層の弱者女性に対

する国家権力、支配身分、男性の性支配の長い歴史の一環として把握する視点を提示した

という点である。既存の慰安婦の研究は、特に韓国での研究は、1937 年以前の歴史と
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1945 年以降の歴史を排除した後、1937～1945 年だけを孤立的に扱い、多くの過ちを犯し

たと考える。私は 15～19 世紀の朝鮮時代から軍慰安婦に似た妓生があり、1916 年に施行

された公娼制は最初から軍慰安所としての性格を持ち、1937 年日本軍が慰安所に適用した

諸般規則も公娼制のそれと変わらないことを具体的に議論した。 

 

執筆の過程で私が大きく驚いたのは、1945 年の解放後、1960 年代までの韓国では、日

帝時代より数十倍も拡大した数の慰安婦が民間の集娼村、米軍基地村、そして戦争期には

韓国軍部隊の周辺に存在したという事実だった。私は彼女らを「私たちの中の慰安婦」と

名付けました。その女性たちは所得水準でも健康状態でも業主との関係でも、以前の日帝

時代の民間の娼妓や日本軍慰安婦よりはるかに劣悪な境遇に置かれていた。米軍基地村の

慰安婦たちが妊娠の可能性に無防備にさらされた中、慰安婦当たり平均 3.5 回の人工中絶

を強要されたという報告書は私の心をきわめて悲しくさせた。戦争以後、韓国の歴史と文

明は極度の貧困と混乱の中で完全に解体されていた。 

 

私は日本軍慰安婦に関して既存の研究者たちが主張してきた強制連行説や性奴隷説にふ

さわしいいかなる実証的根拠も確認できなかった。民間の娼妓がそうしたように、日本軍

慰安婦も貧賤階層の親権者が周旋業者から相当金額の前借金を受けて娘の慰安婦就業を承

認した年季労働契約の結果で売春業に進出した女性たちだった。耐えられず心身が破壊さ

れた女性はいたが、ほとんどの女性は前借金を返済するか、または契約期間が満了するに

つれて慰安所を離れて次の新しい人生を開拓した。 

 

最近は同僚研究者の朱益鍾氏が、『日本軍慰安婦インサイドアウト』という本を韓国と

日本で出版した。 （日本版のタイトルは『反日種族主義：‘日本軍慰安婦問題’最終結論』）。 

朱益鐘氏は日本軍慰安婦問題に関してこれまでの研究成果を集大成した上、いくつかの誤

って知られた事実を正し、新しい事実を明らかにした。朱氏の本について韓国の正義連

（旧挺対協）や関連研究者たちは沈黙しているが、私はこれでこの問題に関する学術的論

争は事実上終結したと思う。この頃、韓国では全国のあちこちに建てられた慰安婦少女像

を撤去しようとする運動が金柄憲氏を中心に活発に展開されている。 金柄憲氏は過去 30

年間の日本軍慰安婦運動は“国家的嘘”であり、“国際的詐欺”だと叫んでいる。そのような

金柄憲氏の主張に対して韓国の政治と知性と言論は沈黙している。日本軍慰安婦運動は韓

国人の知性と良心を麻痺させた。まさにその点がこの講演のタイトルが示している“破滅的

影響”だ。 
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基調講演 3 

 

 

 

「 歴史問題と米国大学の問題 ― これからどうすべきか？ 」 

 

 

J・マーク・ラムザイヤー 

ハーバード大学ロースクール教授 

 

 

 

 

 
プロフィール 

 

ハーバード大学ロースクール三菱日本法研究教授。企業法、日本の法関連

の授業の教鞭をとる。1954 年シカゴ生まれ。幼少期を宮崎県で過ごし、小

学校卒業まで地元の学校に通う。中高は東京で米国の教育を受け、大学進

学を機に米国に帰国。1982 年、ハーバード大学ロースクールで優秀者

（magna cum laude）として卒業、法務博士を授与される。1985-86 年、フ

ルブライト研究員として東京大学法学部に在籍。1986-92 年は UCLA で教

鞭とり、89 年から教授、1992-98 年にシカゴ大学教授を務める。1998 年よ

りハーバード大学で現職。2018 年、旭日中緩賞を受賞。東京大学、一橋大

学、東北大学、早稲田大学でも日本語で授業を行う。英語と日本語で多く

の著書、共著、論文を発表。2023 年に日本で『慰安婦性奴隷説をラムザイ

ヤー教授が完全論破』、2024 年に韓国で『ハーバード大学教授が語る慰安婦

問題の真実：太平洋戦争における売春契約』を出版。モーガン氏との共著

『The Comfort Women Hoax』では、慰安婦の契約慣行と現代の米国におけ

る学問の自由への脅威について論じている。 
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 歴史問題と米国大学の問題 ― これからどうすべきか？  

 

J・マーク・ラムザイヤー（ハーバード大学ロースクール教授） 

 

要旨 

 

 たったの８ページにも及ばなかった私の論文は、驚くほど猛烈な反対運動を起こした。

言いたいことならなんでも平気にいう、生まれつきにぼんやりした僕は、びっくりした。 

 

 この運動には、はっきりした二つの起源があった。一方には、米国大学で勉強している

韓国の移民、または、二世、三世の学生や学者が大勢いた。母国と感じる韓国に対し強い

愛国心を抱いていることは、はっきりしているが、通常は、無関心でもあり、韓国の政治

や歴史は、親から習ったこと以外、無知の者が彼らに多い様である。移民ならどこでもそ

ういう人が多いのではないかと思う。基本的には、仕方が無いことでもあろう。 

 

 他方には、西洋大学の日本専門家の学者たちがいた。この現象は、「仕方が無い」と言

うより「学術過誤」と考えるべきである。彼らは、この論文をジャーネルに撤回させよう

とし、僕自体をハーバードに処罰させようとした。性奴隷説や強制連行説は、彼らのイデ

オロギーに重要であるらしく、彼らがその説を切なく主張し、他の主張を全面的に検閲し

ていることは、確かであり、「学問的自由」に対する暴行でもある。 

 

 慰安婦問題は、歴史的事実の問題であり、はっきりした簡単な正解のある問題でもある。

朝鮮人の慰安婦には、募集者に騙された女性がいたようであるし、親に押し出された女性

もいたようである。でも、日本の警察や軍隊に強制的に連行された女性は、いなかったし、

性奴隷にされた女性も、いなかった。朝鮮人の慰安婦が単なる売春婦であったことは、歴

史的資料にはっきりしている。西洋の日本専門家が無知なのか不正なのかは、各学者によ

るだろうし、私には分からないが、分かるのは、彼らが欧米大学における学問の自由を正

面から攻撃していて、欧米の読者と学生に全く基礎のない物語を押し付けていることであ

る。 

 

 真実しか言わない、書かないと言う事は、学者として（いや、人間として）最も重要な

事である。攻撃されても、真実を言って真実を書く。妥協しない。真実を言ったからとし

て攻撃されても、絶対謝らない。「バカ真面目」と言われると思うが（そして宮崎の友達に

はすまないが）田舎の牧師の僕ら息子たちにはバカ真面目の人間が多い。真実のことを言

い書くことは、学問の基礎であり、これにこそ戻るべきである。 

 

 学者の仕事は、これで十分だと思う。 
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研究発表 1 

 

 

 

「 延世大講義 名誉毀損 刑事事件 第二審の争点 」 

 

 

柳 錫春 

元延世大学 教授 

 

 

 

 

 

 
プロフィール 

 

1955 年生まれ。1986 年米イリノイ大学で博士号を取得。1987 年から 2020

年まで延世大学社会学部教授を務める。韓国で出版された『ハーバード大

学教授が語る慰安婦問題の真実』（メディアウォッチ）の訳者の一人。2019

年講義で述べた慰安婦についての発言で、元慰安婦から名誉棄損罪で訴え

られ、2020 年韓国検察に在宅起訴される。2021 年１月ソウル西部地裁に

て、争点となっていた三つの発言のうち二つに無罪の判決が下された。 
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延世大講義 名誉毀損 刑事事件 第二審の争点  

 

柳 錫春（元 延世大敎授） 

 

1. 検察の公訴事実と 1 審判決の要旨 

 

柳元教授に対する検察の公訴事実は次の 3 つだ 

 

A) 「日本軍『慰安婦』は売春の一種」という趣旨の虚偽事実を公然と指摘することで、

実際に強制的に連れて行かれ、日本軍「慰安婦」としての人生を強要された日本軍

「慰安婦」の被害者としての名誉を毀損 

 

B) 事実はそうではないにもかかわらず、「韓国挺身隊問題対策協議会」が日本軍「慰安婦」

の被害者を教育し、彼らに虚偽の証言をさせたという趣旨の虚偽事実を公然と指摘す

ることで、「韓国挺身隊問題対策協議会」の名誉を毀損。 

 

C) 「韓国挺身隊問題対策協議会」に 2014 年に違憲政党の審判で解散した統合進歩党幹部

出身者が幹部として活動中である旨の虚偽事実を公然と指摘することにより、当該団

体の名誉を毀損。 

 

2024 年 1 月 24 日、ソウル西部地方裁判所刑事 4 単独チョングムヨン判事の審理で行われ

た 1 審宣告公判で裁判所は、上記 3 つのうち 2 つ、すなわち公訴事実 A と公訴事実 C に

対しては無罪を宣告した。 しかし、公訴事実 B に対しては罰金 200 万ウォンの有罪を宣告

した。 

 

 1 審裁判所は公訴事実 B と関連した柳錫春の発言の一部だけを講義の脈絡から切り取りし

「挺対協が慰安婦の被害者を教育し、虚偽の証言をさせた」という発言で単純に縮小し、

これを「名誉毀損罪を構成する虚偽事実の摘示」に該当すると判断した。 

 

2. 公訴事実 B と関連して、柳錫春が挺対協の名誉を毀損したと見ることはできない。 

 

A． 関連法理 

 

大韓民国大法院は「名誉毀損罪における(虚偽)事実の摘示とは、価値判断や評価を内容と

する意見表現に対峙する概念として、時間と空間的に具体的な過去または現在の事実関係

に関する報告ないし陳述を意味するものであり、その表現内容が証拠による立証が可能で
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あることを言い、判断する陳述が事実かまたは意見かを区別するにあたっては言語の通常

的意味と用法、立証可能性、問題な言葉が使われた文脈、その表現がなされた社会的状況

等 、 全 体 的 な 情 況 を 考 慮 し な け れ ば な ら な い と 判 決 を 下 し た と こ ろ だ 。

（大法院 1998.3.24 宣告 97 도 2956 判決；大法院 2017.5.11.宣告 2016 도 19255 判決 

大法院 2023.10.26.宣告 2017.도 18697 判決） 

 

 したがって、どのような表現が「(虚偽)事実の適示」に該当するのか、あるいは「意見

表明」をするのかを判断するためには、その表現の全体的な脈絡と当時の状況を総合的に

考慮しなければならず、特にこのような表現が「学問的研究による意見表現」に該当する

場合であれば、さらにこれを「(虚偽)事実の摘示」と評価するのに慎重を期さなければな

らない。 

 

B． 柳錫春の「問題」発言は「意見表明」に過ぎず、「（虚偽）事実の摘示」に該当しない。 

 

1) 1 審は被告人の柳錫春が「挺対協が慰安婦たちを教育させ事実とは異なり強制動員され

たと証言するよう勧めた」として「虚偽事実を摘示」し挺対協の名誉を毀損したと判断

した。 

 

2) しかし、被告人の「問題」発言は被告人の講義中の発言全体で刃で切るように上記の該

当発言部分だけを別に切り取って判断できる内容ではない。 被告人の挺対協に対する発

言は「教授が元慰安婦のおばあさんたちの陳述が信憑性に欠けると考える理由は何か」

と意見を尋ねる学生に対する答えで、被告人の個人的な考えとその理由を明らかにする

過程でなされた。したがって、被告人が該当発言をすることになった経緯と意味は結局、

被告人の全体発言の脈絡と趣旨はもちろん、当時該当発言を聞いた学生たちの観点でど

のように理解できるかなどを総合的に考慮して判断しなければならない。 

 

3) 実際、被告人の該当発言の前後の脈絡を見てみると、「元慰安婦のおばあさんたちの陳

述が信憑性に欠けると考える理由」を尋ねる学生の質問に対する答弁をしながら、長年

関連分野を研究した李栄薫の著書を見てみると、慰安婦被害者たちの陳述内容が変わり

続けていることが確認されるが、その原因に対して「挺対協という純粋でない団体が介

入する過程でおばあさんたちの記憶が歪曲された可能性があると考える」という趣旨で

挺対協に対する自身の主観的な意見を表現しただけだ。 

 

この事件の講義録音録 38 面ないし 39 面(証拠記録 1 冊 69 面ないし 70 面) 

◯学生 D:慰安婦 被害者の証言が存在すれば、これが一人の証言である場合は信憑性に欠ける可能性が

あると言えますが、多くの地域で多くの国の人々の証言が信憑性に欠けると言うのは私はちょっと違

うと思うのですが、これについてはどう思いますか？ 
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◯柳錫春教授:その方たちが「今言っていることと 10 年前、20 年前、30 年前に言っていることと違

う」というものを採取して、李栄薫の本に整理されてる。 

 

◯学生 D:はい、その証言が変わることに対して信憑性に欠ける可能性があるという話には、私もそう

かもしれないと思いますが、その証言がたくさんの人々から出てきた… 

 

◯柳錫春 教授:だからいわゆる挺対協が介入して、おばあさんたちを同じところにみんな集めて、教育

をさせるのです。それでそんなことを言わせたと(思います)··· 挺対協がいなかったら、その方々が各自

散らばって各自の人生を生きていたはずです。今はある種の口達者なんですよ。「自分が昔、その生活

をした」ということを言って、テレビに出て騒いでいるじゃないですか。昔は、いわば日本の植民地支

配が終わってから、直後は帰ってきてそのまま暮らしていた方々です。その方々が歳月が経って、今挺

対協が間に入って、国家的にお前たちは被害者だからと、だから同じことを言っている人たちが集まっ

て、自分たち同士でリインプットをするんです。 お互いの記憶をフォーマットして。 

 

◯ 学生 D : ならば挺対協が今や復讐心のちょっと多い··· 

 

◯ 柳錫春:挺対協の核心幹部たちが統進党の幹部たちであることは知っていますか？ 挺対協の活動して

いる人たちと統進党の幹部たちと絡んでいます。それを知っていますか？ 挺対協が本当に純粋に元慰

安婦のおばあさんたちのためだけの団体なのか？ 大韓民国を壊そうとする団体です。元慰安婦 のおば

あさんたちという良い餌食があるんです。 皆さんのように優しい人たちの心に響くんです。 

（中略）挺対協もそれほど純粋な団体ではありません。挺身隊おばあさんというのは最初から名前も

間違っていて、今は名前を変えたと思います。その団体が初めて作られて活動したのが北朝鮮と連携し

ていると私は思います。北韓に追従する人たちが外観を広げるために、青年たちの義侠心に火をつける

ために挺身隊問題協会という団体を利用していると。 

 

また、被告人の上記の発言は延世大学校社会学科専攻学生を対象とする「発展社会学」

の講義の時間に学生たちと自由に討論する過程で、被告人の個人的見解を尋ねる学生の

質問に対する返答をする過程でなされた。被告人もやはり「私は考えます」と表現する

など、学生たちの質問に対する「個人的な見解」を明らかに表現し、被告人の該当発言

を聞いた学生たちもやはり、被告人が学生の質問に対して被告人本人の個人的な見解と

その理由を明らかに認識することができた。 

 

4) ならば、被告人の挺対協に対する上記発言は「慰安婦のおばあさんたちの陳述が信憑性

に欠けると考える理由」を尋ねる学生の質問に対して被告人なりの考えを整理し「個人

的な見解」を明らかにしたに過ぎないだけで「具体性のある(虚偽)事実の摘示」に該当

すると見ることはできない。さらに、上記の発言が専攻を深める講義の途中、教授と学

生間の自由な討論過程でなされたものだったという点で、他の一般的な対話と比較して

見る時、学問の自由として保護されなければならない必要性がより一層大きい。したが

って被告人の全体的な答弁趣旨を考慮しないまま一部だけを切り取り「事実の摘示」と
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見た 1 審判決は誤りだった。 

 

C．被告人の挺対協に対する上記発言が「事実の摘示」に該当するとしても、これを「虚

偽事実」と見ることはできない。 

 

1) 特に、慰安婦運動を主導してきた挺対協の活動は、公論の必要性がある公共的·社会的意

味を持つ事案であるという点で、挺対協の公的な活動に関する表現の場合には、名誉の

保護が表現の自由より優先されることはできず、これに対する広範囲な問題提起が許容

されなければならず、このような問題提起が名誉毀損行為に該当し刑事処罰の対象にな

ると判断するためには「非常に厳格な基準」が適用されなければならない(大法院

2002.1.22.宣告 2000 다 37524、37531 判決ソウル中央地方裁判所 2018.10.26、宣告

2017 가단 5035451,判決)。 

 

2) 被告人の挺対協に対する上記の発言は、「慰安婦被害者たちの陳述が次々と変化してい

るので信憑性に欠けていると思う」という自身の見解を提示しながら、その理由として

挺対協が慰安婦運動に介入する過程で慰安婦のおばあさんたちの記憶が歪曲された可能

性がある」という趣旨で発言することになっただけで、決して挺対協が慰安婦おばあさ

んたちを操って虚偽事実を証言するようにしたとか或いは慰安婦 おばあさんたちが嘘を

ついていると明らかにしたのではない。 

 

3) また、被告人の上記発言内容と同様に「挺対協」の慰安婦運動過程で慰安婦お婆さんた

ちの記憶が歪曲される可能性があるという点は幾人かの学者たちと言論媒体を通じて持

続的に議論されてきた。 

 

① 李栄薫教授の「反日種族主義」では「慰安婦のおばあさんたちの証言が挺対協の慰安

婦運動が展開されるほど『強制的に連れて行かれた』という方向に変わっている」と

いう内容を詳しく説明。 

 

②  インターネットメディア「メディアウォッチ」もやはり慰安婦おばあさんたちの証言

が変わり続けているという点を指摘。 

 

③ パク·ユハ教授の「帝国の慰安婦」でも挺対協の慰安婦活動が展開されるほど、慰安婦お

婆さんたちの証言が変化しているという点と挺対協が慰安婦の状況の中で「強制連行と

性暴行」の側面だけを強調し、慰安婦に対する記憶自体を性奴隷に概念化させたと指摘。 

 

④また、梨花女子大学のキムジョンラン博士の論文「日本軍慰安婦運動の展開と問題認識
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に関する研究:挺対協の活動を中心に」も挺対協の活動が進むにつれ、「自ら進んで行っ

たのではなく、強制動員された」ことが強調されていることを指摘。 

 

① 李栄薫「反日種族主義」(2019、未来社)中、366ｐから 367ｐ(証拠記録 4 巻 52 面) 

  

②メディアウォッチの記事(「挺対協中心の慰安婦問題、真実とは何か 3」2015.12.29)から抜粋（証拠記

録 4 巻 63 面） 

 
③ 朴裕河「帝国の慰安婦」中（証拠記録 4 巻 77 面以下:朴裕河、2015、根と葉） 

116 面～122 面] 

そのように挺対協が韓国社会に送り出した情報は「慰安婦」を巡る状況を「強制連行」と「反復的無

償性暴行」だけで想像するようにし「性奴隷」という単語を定着させた。（第 116 面）何より「性奴

隷」とは性的な酷使以外の経験と記憶を抑圧し隠蔽する言葉だ。 (第 11 面) 

（中略） 

ほとんど 10 年前のことだが、慰安婦たちの憩いの場である「ナヌムの家」から 100 メートルほど離れ

たところに一人で暮らす「慰安婦おばあさん」がいた。彼女は犬を飼いながら一人で暮らしていたが、

ナヌムの家が嫌いだと言った。そして、おばあさんは誤って日本軍と別れることになった切ない愛の話

を聞かせてくれた。そのおばあさんにナヌムの家が居心地が悪かったのは、その空間が愛の記憶を抱

かせてくれる空間ではなかったためだろう。言い換えれば「完璧な被害者」の記憶だけが必要な空間

だったためだろう。日本の補償金を受け取った慰安婦たちがまだ声を出せずにいる理由もそこにあ

る。被害の記憶だけが必要なところでは、和解の記憶が排除される。基金を受け取ったとか、日本軍

を愛した慰安婦たちの話は決して「慰安婦の話」にはならない（第 121 面～第 122 面）。 

 

[132 面～133 面] 

20 年前の 1993 年に出た証言集で彼は、このことは「16 歳」の時のことで、「数日が過ぎたある日の夜

明け」友達「ブンスン」が呼んだのでついて行ってみたら「川辺で見た日本人男性」に会って、彼が見
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せてくれた「赤いワンピースと革靴が子供の心にどれほど良かったか」、「彼女はそれで他のことも考え

ずにすぐついて行くようになった」（同書、124 ページ）と話す。ところが 2004 年に京都大学で開かれ

た会では、自分が連れ去られた情況を「日本軍の刃物に脅された女性が自分を呼び抱きかかえた」と

語る。 また最近、韓国の新聞を対象にしたインタビューでは「大邱にある家の庭にまで日本軍が入っ

てきて引っ張っていった」（嶺南日報 2012.9.14.）と言ったりもする。 連れて行かれた当時の年齢がま

すます若くなり、日本軍による強圧的な情況がますます強化されているのだ。 （中略） 

日本で慰安婦問題を否定する人々が「慰安婦証言は嘘」と非難するのはこのような場合があるため

だ。だが、慰安婦のそのような「変化」は意識的嘘というよりは聞く人たちの期待がそのように作っ

た側面が大きい。 証言を聞くために集まった人々は、事前に認知された知識をもとにその知識が補完

されることを無意識に願ったはずなのだから。 

④キムジョンラン博士論文中本文第 89 面抜粋(証拠記録 4 巻、188 面;キムジョンラン、2004、「日本軍慰

安婦運動の展開と問題認識に対する研究:挺対協の活動を中心に」梨花女子大学博士学位論文、p.89) 

典型的な慰安婦象:強制連行された純潔な朝鮮の娘「慰安婦」問題が提起される過程で、日帝の残忍性

と強制性は浮き彫りになった。 「慰安婦」犯罪は「歴史上類例のない非人間的行為」(挺対協資料集

1:52)と見なされ、これとは反対に被害者は純潔性、無力さ、純真無垢さなど彼らの被害者性が強調さ

れた。 特に被害者たちが「自ら望んだから行ったのではなく、『強制動員』された」という事実が強調

された(ユン·ジョンオク、資料集 1:30)。 

 

強制動員という「進入」の状況に対する選択的注目は売買春問題を眺めることからも発見される一般

的な態度だ。つまり、彼らが自分の足で歩いて売春婦になったとすれば、何の問題も犯罪でもないと

いう態度が一般的に共有される社会的状況で進入の強制性を強調せざるをえなかったのだ。  

 

これは、その後出版された証言集シリーズのタイトルにも表れている。 『強制的に連行された朝鮮人

軍慰安婦たち（挺対協発刊）』というタイトルは、彼らの意思に反して連行されたことを強調しようと

する運動側の立場を盛り込んでいる。 

 

しかし、「少女が官憲に連れて行かれ、1 日に数十回暴行を受けた」という典型的な脚本は様々な経験

の当事者にさらなる抑圧と被害を経験させることもできる。 自分の経験をあるがままとして受け入れ

る社会ではないという判断をすると、今までのように沈黙したり、あるいは社会の期待に合わせるた

め自分の経験を再構成することもできるからだ。 

 

4) 挺対協もやはり「韓国挺身隊問題対策協議会 20 年史」で水曜デモを通じて慰安婦のお

ばあさんたちが多くの人々の支持の中で変化し自ら悟らせたりもしたと記述しており、

慰安婦お婆さんたちの証言集会を「教育活動」の一環として紹介したりもした。 

 

これは挺対協主導の水曜デモを通じて慰安婦のおばあさんたちの態度だけでなく記憶が

変化する姿と見ることができ、証言集会もやはり慰安婦のおばあさんたち自ら過去を再

構成し挺対協の趣旨に合う方式で思考し行動させる影響を及ぼす教育の一環としてなさ

れたと見る余地が十分だ。それなら、これは「慰安婦」おばあさんたちの供述の変化に

対する被告人柳錫春の発言内容と大きく変わらない。 
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特に、挺対協が発刊した書籍 137 ページに提示された次のような表現がこれを裏付ける。 

「水曜デモを通じた変化」という小見出しがついた段落で、挺対協が長期間にわたり繰

り返した水曜デモを通じて、慰安婦問題を挺対協と異なる視線で見る人々を変化させた

だけでなく、慰安婦自らが「デモの主体となって孫娘、孫のような子供たちに向かって

自分が体験した痛みが二度とあってはならない」と声を高め、「被害者の名前で立ってい

るが女性人権活動家で、平和運動家で」すなわち「挺対協のような立場を持った活動家」

と話すようになったと報告しているためだ。 

 

「被害者が自分の堂々とした声を探し、自分の言語を作っていく姿こそ、需要デモとい

う戦いを続けてきたことで生じた最も重要な変化」というこの段落の結論は、繰り返し

の水曜デモを通じて、慰安婦自らが挺対協が主張する「強制連行プロパガンダ」を受け

入れて伝播することになったという言葉と同じ内容で、被告人柳錫春が講義室で「記憶

の歪曲」と言った発言はまさにこの部分を指摘する言葉だ。 

 

証第 2 号証『韓国挺身隊問題対策協議会 20 年史』(ハヌル、2014、p.137)抜粋 
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挺対協の代表だった尹美香が 2016 年に出版した本「25 年間の水曜日」の表紙の裏部分

には著者紹介のすぐ下に「韓国挺身隊問題対策協議会は··· 1992 年 1 月 8 日からおばあ

さんたちと共に水曜デモを開催しており、」という表現を誇らしげに印刷している。 尹

美香と挺身隊問題対策協議会が 25 年間にわたって開催している水曜集会に、「慰安婦」

のおばあさんたちを繰り返し参加させ、意識化教育を成功的に遂行したことを誇る言葉

と全く変わらない言葉だ。 

 

尹美香「25 年間の水曜日」(2016、サイ·ヘンソン)裏表紙抜粋 
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5) さらに前述した学者および言論の批判を含め「慰安婦被害者の被害回復」ではなく「日

本軍の強制連行」だけを強調してきた挺対協の慰安婦運動方向に対して被告人柳錫春を

はじめとする多くの言論人そして学者たちが持続的に問題を提起してきた。 

 

代表的な言論記事は「33 人の『ムグンファ会』のおばあさんをご存知ですか、挺対協の

独走に踏みにじられた真実」という題名が付けられた 2020 年 5 月 23 日付の週刊朝鮮の

イ·ソンジン記者の記事だ。この記事を見ると、一部の慰安婦被害者でさえ挺対協主導の

運動が間違っていることを認知し、これを批判したことが明らかに確認できる。 この記

事の主な内容は次の通りだ（証第 24 号証の週刊朝鮮の記事、イ·ソンジン、2020、「33

人の『ムグンファ会』のおばあさんをご存知ですか、挺対協の独走に踏みにじられた真

実」）。 

 

第 24 号証 週刊朝鮮の記事 （イ·ソンジン、2020。 「33 人の『ムグンファ会』おばあさんをご存知です

か？ 挺対協の独走に踏みにじられた真実」）抜粋 

これまで、慰安婦被害問題を扱う市民社会の主導権は、正義記憶連帯（挺対協）が占めてきた。2000

年代初め、一部の慰安婦のおばあさんたちがこれに反旗を翻したが、まさに「世界平和ムグンファ会」

に所属した 33 人の慰安婦のおばあさんたちだ。（中略）彼らは、正義記憶連帯の前身である挺対協が

主導する運動に嫌気を感じ始め、2000 年代初めに会の名称を世界ムグンファ会に変更し、挺対協に向

けた批判の声を本格的に出し始めた。（中略）ムグンファ会は一時会員が 33 人まで増えたが、2008 年

シムミジャお婆さんが死亡し活動は中断された。 

 

また、漢陽大学のイ·ユジン教授は、The Diplomat という英文雑誌に 2018 年 1 月に寄

稿した文で、 「日本軍強制連行」だけを強調し、日本国家の公式謝罪と賠償を要求する

挺対協の運動路線に反旗を翻し、「慰安婦被害者の被害回復」に集中した慰安婦運動路

線は、しかし、マスコミの関心を全く引くことができず、挺対協の勢いに押され、さら

には韓国政府が与える補償金支給から除外されるなど、挺対協主導の慰安婦運動が挺対

協とその見解を異にする慰安婦被害者の多様な声を全く反映していないという問題点を

明確に指摘した。(証第 25 号証 The Diplomat_Joseph) 

 

証 제 25 号証 The Diplomat 寄稿文抜粋(Joseph Yi, 2018, “Confronting Korea’sCensored Discourse on 

Comfort Women” The Diplomat, January 31, 2018) 

翻訳 

「慰安婦拉致（強制連行）と関連した叙事は、活動家団体（例えば「ナヌムの家」あるいは「挺対協」）と関

連した一部少数の女性（1990 年代に登録した生存者 238 人のうち 16 人）の口頭証言に基づいたものに過ぎな

い。生存した慰安婦の絶対多数（46 人中 34 人）は、2015 年に日本が提供した報償を受けた。しかし、マス

コミはただ補償を拒否した 12 人だけを報道した。また、20 年前の 1994 年に日本の「アジア女性基金」の補

償を受けた 61 人の慰安婦は、裏切り者という烙印を押され、韓国政府の補償金支援から除外された」 
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一方、挺対協は 2003 年から自分の立場に従う慰安婦たちの生活と住居のための空間で

ある「憩いの場」を運営している。2003 年から始まった憩いの場運営は 2013 年に至っ

て下記のような姿に拡張された。 

 

挺対協のホームページに公開された開所式案内文で挺対協は「この空間が日本軍慰安婦

被害者と日本軍慰安婦問題解決のために運動する女性活動家たちの出会いと疎通を通じ

て日本軍慰安婦被害者のための治癒とその治癒活動過程の中で被害者たちの歴史に共感

し、その歴史に残された傷と葛藤を平和にしようとする次の世代との疎通と連帯を通じ

て新しい共同体形成」を目標にすると明らかにした。 

 

戦争と女性の人権アーカイブ (https://archives.womenandwar.net/) 

 

 

もっともらしい言葉で飾られているが、核心は「挺対協活動に同意する慰安婦のおばあ

さんたちの歴史に共感するようにして次の世代にまで連帯を継続する」という言葉に他

ならない。 憩いの場の運営が挺対協の立場を強化する新しい方式、すなわち住居と生活

を通じた教育を実現する手段であるという事実を婉曲だが、明確に示す表現だ（証第 26

号、証、正義記憶連帯のブログ文）。 
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証 第 26 号証 正義記憶連帯 ブログ文 

 

このような挺対協の新しい戦略に関して、2024 年に出版されたハーバード大学ラムザイ

ヤー教授の慰安婦に関する英文の本 The Comfort Women Hoax は挺対協が運営する憩い

の場が持つ効果に関して、以下のような明快な指摘をしている(証第 27 号証 J. Mark 

Ramseyer & Jason M. Morgan, 2024, TheComfort Women Hoax, Encounter Books: New 

York)。 

 

証 第 25 号章証 The Comfort Women Hoax 抜粋 (J.Mark Ramseyer & Jason M. Morgan,2024, The 

Comfort Women Hoax, Encounter Books, New York, p. 197) 

 
[翻訳] 

「挺対協は大衆を相手に公開発言をする慰安婦たちを統制する。 この統制力は挺対協が慰安婦の集団

生活および住居空間である「憩いの場」を運営しているために可能なことだ。 挺対協が望まない発言

をする慰安婦たちは、その空間に入居できない。 韓国の政治学者イ·ユジン(Joseph Yi,2018)は「慰安婦

『拉致』と関連した叙事は活動家団体(例えば『ナヌムの家』あるいは『挺対協』)と関連した一部少数

女性(1990 年代に登録した生存者 238 人中 16 人)の口頭証言だけに基づいたもの」と指摘した経緯が

ある。 集団居住施設を運営する慰安婦支援団体である挺対協は、多くの慰安婦のうち、誰が学者や記

者と会うことができるのか、そしてどんな内容の話をするのかを統制している」 
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さらに、2020 年 5 月 8 日ハンギョレ記事「イヨンスおばあさんはなぜ『30 年同行』し

た水曜集会を批判したのか?」を見れば、挺対協が慰安婦イヨンスに一方的な立場表明

を要求した事実があったことを明確に確認できる。これは挺対協が慰安婦被害者に一方

的に陳述を強要するなどの方法で過去の「記憶を新たにフォーマット」させたという話

と同一な話だ。 

 

2020.5.8.ハンギョレのイヨンス おばあさんの記事関連 (証拠記録順番 108 番) 

 
 

このように、挺対協が慰安婦運動を開始して以来、慰安婦被害者の陳述はその被害事実

に対するものではなく、ただ「日本軍による強制連行」だけを強調する方向に変わって

きており、実際にも挺対協は慰安婦被害者の被害回復のための運動をするどころか、む

しろ「強制連行」という実際に発生していない虚構だけを強調し、慰安婦被害者と日本

の間の葛藤を持続的に助長しているのが事実だ。 

 

したがって、彼らに対して「記憶の歪曲」という表現をすることは全く誇張ではない。 

さらに挺対協は、慰安婦の被害者のために使われるべき補助金と後援金などの資金を、

慰安婦の被害者の被害回復のためではなく挺対協幹部の不正な利益を目的に使用したこ

とが確認され、そのような問題点は今も明らかになっている(証第 19 号証、証第 20 号

証各記事)。 

 

このような挺対協の運動方向をはじめとする諸般の問題点により、慰安婦被害者の被

害事実の確認およびその被害回復において挺対協が社会的に歪曲された見解を提供して

きた可能性は非常に大きい。 

 

6)  以上のような点を総合してみると、被告人の柳錫春はこのような挺対協の慰安婦運動が

間違っているという個人的な意見を明らかにする過程で「挺対協の介入により慰安婦の

おばあさんたちの証言が『日本軍による強制連行』を強調する方向に変わっている」と

いう趣旨でこの事件の発言をすることになったことがわかる。 

 

これは挺対協が慰安婦被害者に虚偽事実を証言するよう強要したとか証言内容を覆す
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ようにしたという趣旨で発言したものではなく、挺対協の介入以後に慰安婦被害者の証

言が「強制連行」に変わっているということがむしろ真実な事実に該当するという点で

柳錫春の主張が事実に符合すると見なければならない。 

 

また、被告人の柳錫春は「挺対協の慰安婦運動により慰安婦のおばあさんたちの陳述

が歪曲された可能性」があるという「意見」を提示しただけで、「挺対協が慰安婦のお

ばあさんたちに虚偽陳述を勧めた」と発言した事実がない。 また、このような諸般の事

情に照らしてみる時、挺対協の慰安婦運動が慰安婦のおばあさんたちの記憶または陳述

に影響を与えたという点を排除できないという点で「挺対協によって慰安婦お婆さんた

ちの陳述が歪曲された可能性がある」という発言が明白な「虚偽事実」を話したと見る

ことができるほど立証されてもいなかった。 

 

ア 小結 

したがって、被告人柳錫春の挺対協に対する発言の一部が名誉毀損を構成すると見た原審

の判断は重大な事実誤認および法理誤解の違法があるので、被告人柳錫春には当然無罪が

宣告されなければならない。 

 

 

3.  検事の控訴理由と反論 

 

イ. 検事の控訴趣旨 

検事は原審が無罪と判断した公訴事実 2 つ、すなわち A と C に対して有罪が宣告さ 

れなければならず、量刑においても被告人に厳重な刑が宣告されなければならな 

いという趣旨で控訴を提起した。 

 

ウ. 1 審で控訴事実 A による慰安婦被害者の名誉毀損 

1) 検事は被告人の発言を学問の自由の保護対象と見ることができず、被告人の発言によっ

て「自身が朝鮮人慰安婦であることを明らかにし、日本政府に謝罪と責任を要求するこ

の事件の被害者たちを指す」と特定され、被告人の発言が立証可能な具体的事実に反す

る虚偽事実に該当するという点で、虚偽事実摘示による名誉毀損に該当すると主張して

いる。1 

 

 

1 강의의 주요 내용은 피고인의 연구 결과를 기초로 하여 우리나라 사람들이 일제 식민지 상황에 

대해민족주의에 입각한 역사 해석을 아무런 검증 없이 무비판적으로 수용하고 있는 ‘사회 현상’의 

이유를다른 여러 나라들 식민지 사례와 비교하며 설명했다. 
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2) しかし、被告人の慰安婦被害者に対する発言は、社会学と専攻深化講義時間中に専攻学

生たちと自由な討論をする過程で、学生の質問に対して教授であり学者として被告人本

人の見解を明らかにしたに過ぎないが、これは学問の自由および教授の自由として保護

されなければならない「意見表明」と見ることができるだけで、名誉毀損を構成する事

実の摘示とは見られない。 

 

実際、被告人が講義を終えた後に行われた討論過程で、学生たちは被告人講義の主要

内容よりは上記「社会現象」を説明するために借用した李栄薫など学者たちの主張に集

中して被告人の個人的な見解を尋ねるので、被告人が学者として「李栄薫の研究および

主張が妥当性がある」という趣旨の見解を明らかにしながら、この事件慰安婦関連発言

をするようになったことであり、当時慰安婦の状況と現在も行われている社会現象とし

ての売春が全て貧困という資本主義的な社会構造的側面に起因するという点に過ぎない。 

 

検事は、被告人が慰安婦関連の研究をした事実がなく、被告人がまともに知らない慰

安婦の問題を引き出し、被告人の学問的主張に慰安婦も自由契約だったという趣旨で組

み合わせるためのものに過ぎないので、その内容と方法が学問的研究結果の伝達や学問

的過程と見ることはできないと主張している。 

 

被告人が「慰安婦関連研究をした事実がない」と発言したことは、被告人が教授として

慰安婦関連して直接「学術論文」を作成しなかったという事実を明らかにする言葉に過

ぎない。実際、被告人は李栄薫の研究結果だけでなく、反対の書籍および研究結果も読

んでみたと説明し、すなわち学者として慰安婦問題を深く客観的に接近し、この事件の

発言当時も上記のような資料に照らして李栄薫の主張が正しいと考えるという「個人的

見解」を学生たちの質問に答えながら明確に明らかにしたことがある(証拠記録順番 5 番

の録音速記録 1 巻 60 面以下参照)。 

 

ならば、このような被告人の発言は、教授であり学者として慰安婦問題に対する「個人

的な見解」を明らかにしたと見ることができるだけで、事実を摘示したと見ることはで

きず、また、そのような発言は学問の自由であり教授の自由として保護されるべき「意

見表明」と判断しなければならない。 

 

3) また、被告人発言の被害者が「公訴状記載被害者と特定」されたと見ることもできない。 

被告人は「慰安婦」と「売春」を共に「貧困」という資本主義または人間社会の構造

的側面が原因となったという点で「社会学的に類似した属性がある」という趣旨で講義

しただけで、「慰安婦」の中で特定個人や集団を指して発言した事実がない。学生たちも

やはり被告人との討論過程で「海外各国にいる日本の慰安婦被害者たちの証言が存在す
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れば」と陳述するなど「朝鮮人慰安婦」に限らず、日本の慰安婦全般に対する問題に関

して討論および対話を進行したことが明確に確認できる[証拠記録順番 5 番の録音速記録

(1 巻 68 面以下)参照]。 

 

假使被告人の発言が「朝鮮人慰安婦」に限られるとみても、検事が特定したように慰

安婦被害者法により実際に登録された者に限り、この事件の名誉毀損の被害者になると

はみなせないだけでなく、全体の朝鮮人慰安婦の数が少なくとも数百人（慰安婦被害者

法により登録された慰安婦の数）から、多くは最大 20 万人（女性家族部ホームページ

に記録された数）にまで及ぶと推定されることから、「慰安婦」という表現だけでその

集団の中の個人として被害者が特定できない。このように、そもそも特定不可能な集団

が時間の経過によって必然的に発生する死亡という理由で少数になって特定が可能だと

考えることは、その論理自体だけでも不当である[証拠記録順番 124 番立証資料(証拠記

録 5 巻 43 面)参照]。 

 

それならば、被告人の発言だけで「自分が朝鮮人慰安婦であることを明らかにし、日

本政府に謝罪と責任を要求する被害者」と特定されると見ることができないだけでなく、

公訴状記載被害者が上記被害者に該当すると見ることもできないというので、上記被告

人の発言は被害者を特定できない一般的·抽象的表現に過ぎないと見なければならない。 

 

4) たとえ被告人の発言が事実のに該摘示当すると見ても、このような被告人の発言が「虚

偽事実」に該当すると見ることはできない。 

 

検事は、被告が慰安婦に対する日本帝国軍の責任を全面的に否定し、強制動員という

歴史的立証可能な事実を否定し、それに対する具体的な研究をした事実がないため、そ

れに対する具体的な史料と研究資料も提示したことがないことを理由に、被告のこの事

件の発言が虚偽事実に当たると主張している。 

 

しかし、刑法第 307 条第 2 項の「虚偽事実摘示による名誉毀損罪」で起訴された事件

で、人の社会的評価を落とす事実が摘示されたという点、その摘示された事実が客観的

に真実に符合せず虚偽であるだけでなく、その摘示された事実が虚偽であることを被告

人が認識してこれを摘示したという点は全て検事が立証しなければならない。 

 

ならば、検事としては①検事が認めた事実(本人たちの意思に反して慰安婦に連れて行

かれ、日本軍の監視の下で性的快楽の提供を強要されたという点)が明白に真実であると

いう点と②被告が根拠としている多くの学者たちの主張と記事内容が何の論理と根拠も

なくなされた虚偽の内容であるという点を疑うことができないほど立証しなければなら
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ず、特に検事は慰安婦被害者法によって登録された「生活安定支援対象者中生存者 19 人」

をこの事件被害者に特定した点において、被害者個人個人に対して日本軍の強制連行及

び、性的快楽行為を強制させられた事実が真に事実であることを具体的に立証しなけれ

ばならない。 

 

ところが、検事は上記のような事実を全く立証していないだけでなく、検事が特定した

個々の被害者たちの被害事実を確認できる女性家族部保管資料の客観性と真実性を再確

認する必要があるにもかかわらず、このような問題を糾明するための何の努力も払わず

に、ひたすら既存の判例と過去の誤った記録だけに依存して事件を構成していることか

ら、被告人の発言が「虚偽事実」に該当するという点を疑いがないほど立証する努力を

全く試みていない。 

 

むしろ、実際に被告人が講義中に紹介した李栄薫などの学者たちの研究成果だけでなく、

金柄憲、西岡力、マーク·ラムザイヤー、秦郁彦など多くの国内外の学者たちの過去およ

び最近の研究成果をもとにして、既存の「日本軍による慰安婦強制動員」問題に対する

核心証拠であった吉田清治の証言と本、河野談話、クマラスワミ報告書などの資料に重

大な欠陥があるという事実が確認できるだけでなく、慰安婦 被害者の信憑性があること

も確認できると裏返される、検事はこのような国内外の学者たちの見解が何の根拠もな

い虚偽事実に過ぎないという点に対してはいかなる立証もできずにいる。 

 

特に、日本で完全な嘘であることが判明した吉田清治の証言と本、朝日新聞の報道内

容が国連の「クマラスワミ報告書」の内容に借用され、これを通じて形成された国際世

論の圧力を受けて登場した河野談話も、当時の状況を免れるために提示された政治的解

決策に過ぎず、歴史的真実に基づいた内容と見ることはできない。そのため、現日本政

府の立場を代弁する駐韓日本大使館のホームページは現在、強制連行を認めていない状

況であるにもかかわらず、検事はこの問題に対して何の釈明と立証の責任も負わなかっ

た。 

 

検事の立証が不十分になると、被告人の柳錫春は 1 審裁判所に強制連行被害者の記録

があるという女性家族部に関連記録を一切を 1 審裁判所の名前で要請してくれと嘆願し、

むしろ検事がすべきことを被告人がしてくれと要求した事実まである。それだけ被告人

の柳錫春は、慰安婦関連事実関係について自ら言った言葉に対して確信を持っているこ

とが分かる。 

 

このような点に照らし合わせてみると、仮に被告人の慰安婦発言が「事実の適示」に

該当したとしても、その発言が「虚偽事実」であることについて合理的な疑いを持たな
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いほど立証がなされたとは見られず、被告人が李栄薫等諸学者の研究成果に基づいて自

身の見解を明らかにしたという点で被告人にいかなる「虚偽性に対する認識」があった

と見ることもできない。 

 

5)  1 審もやはり被告人の慰安婦関連表現が一人一人を特定できる範囲を越える朝鮮人日本

軍慰安婦全体に関する一般的、抽象的表現に該当し、大学講義の一環でなされた討論の

過程で被告人が個人的に明らかにした見解や評価と見る余地があり、検事が提出した証

拠だけで慰安婦関連表現が名誉毀損罪の「事実摘示」に該当すると認めることは難しい

と見て、被告人に対するこの部分、公訴事実を無罪と判断した。 

 

6)  以上のように、被告人のこの事件の慰安婦関連表現によって検事が特定した 19 人の生

活安定支援対象者として被害者が特定されると見ることができないだけでなく、被告人

のこの事件の慰安婦関連表現は単純な意見表明に過ぎず、名誉毀損罪を構成せず、假使

事実の適示に該当しても虚偽である点が立証されたと見ることができず、むしろ被告人

の主張が真実な事実に符合するという点で、この部分公訴事実に対して無罪を宣告した

原審の判断は極めて妥当だ。 

 

エ. 1 審の公訴事実、C による挺対協の名誉毀損 

 

1) 検事は、挺対協の役員が統進党幹部だという被告人の発言は、挺対協の社会的評価を

阻害させる事実に該当するという点で名誉毀損罪に該当し、被告人の発言の中で北朝

鮮と連携しており、北朝鮮に追従するという部分も同様に上記の発言とつながり、名

誉毀損での具体的な事実の適示に該当すると主張している。 

 

2) しかし、被告人は「教授が慰安婦のおばあさんたちの陳述が信憑性に欠けると考える

理由は何か」と意見を尋ねる学生に対する答弁過程で、慰安婦運動を主導している挺

対協の問題点に対する個人的な見解を明らかにし、「挺対協が従北性向を持つ団体だ」

「そう思う」という単純な意見を開陳したに過ぎず、これはそれ自体から見ても全く

具体性のない抽象的な表現であり、公的な団体である告訴人挺対協の政治的理念に関

する評価的な判断に過ぎず、決して具体的事実を摘示したものとみることはできない。

[証拠記録順番 5 番、録音速記録（1 巻 69 面以下）参照] 

 

挺対協の核心幹部が統進党と深い関係があり、純粋な団体ではなく北朝鮮に追従する

団体という表現部分の場合、公的団体である挺対協の「政治的理念」に関する表現であ

るという点で、そのような疑惑の提起や主観的評価を下すこともできる具体的な情況が

あるならば、これに対する疑惑の提起や主観的な評価が真実に符合したり真実だと信じ

42



るに値する相当な理由があると見なければならない(大法院 2018.10.30.宣告 2014 ダ

61654 全員合議体判決参照)。 

 

検事は 1 審から控訴審に至るまで「挺対協の幹部のうち統合進歩党所属の幹部がいな

い」ということを真実の事実として主張しているが、これは単に「挺対協」の「登記役

員」だけを基準とした極めて形式的な判断に過ぎない。 

 

教授を含む一般的な研究者が登記役員とホームページに掲載されている役員名簿の違い

を確認することは容易ではなく、実際に挺身隊問題対策協議会のホームページに掲載さ

れた役員のうち、パン·ヨンスン、チェ·ジンミなどが挺身隊問題対策協議会と関連がある

点、挺身隊問題対策協議会を継承した団体であり、大部分のマスコミまで実質的に同じ

団体として報道している正義記憶連帯の尹美香、孫美姫も統進党と関連があると見るに

値する情況が相当なものだ。 

 

また、挺対協及びその代表である尹美香が親北的性向を持っていることを示す情況が十

分に存在し、挺対協が主導して行った水曜集会でも、慰安婦活動とは全く関係のない北

朝鮮に追従する内容の声明書を多数出した事実が確認できる [証拠記録順 124 番立証資

料(5 巻 332 面、333 面、336 面、337 面以下、356 面以下、341 面以下)、証第 10 号証、

証第 12 号証の 1 ないし 3、証第 13 号証の 1 ないし 2, 証第 14 号証, 増第 16 号証]。 

 

以上のような点に鑑み、被告人のこの部分の発言は、「挺対協が純粋な団体ではなく、

（韓日関係において）大韓民国を破綻させようとする団体」という趣旨でこのような表

現をすることになったものであり、挺対協の役員及びその活動内訳に鑑み、被告人のこ

のような表現が虚偽事実に該当すると見ることはできない。 

 

3) 1 審でも被告人の「挺対協役員が統合進歩党幹部であったり、関連があるという表現」

について、挺対協関係者と統合進歩党との関連性（孫美姫、バンヨンスン、チェジン

ミ、尹美香、金三錫など）、正義記憶連帯は挺対協の精神と活動を継承することを標榜

している団体であり、一部のマスコミでは挺対協を正義記憶連帯の「前身」などと表

現することもある点を考慮すると被告人が二つの団体の違いを断定することが難しい

等の事情を総合し、被告人が摘示した重要な部分が真実に符合するとみる余地があり、

被告人が摘示した事実が虚偽であることを認識し、上記のような発言をしたと断定し

がたいと判断し、「被害者が北朝鮮と連携していて利敵行為などを目的とするという表

現」もやはり公的地位にある被害者の政治的理念や活動などに関する意見表明ないし

評価に過ぎず、名誉毀損罪での「事実摘示」に該当するとは見難いと見て、この部分

公訴事実に対して無罪を宣告した。 
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4) したがって、この部分の公訴事実もやはり学問の自由ないし表現の自由として保護さ

れる「意見表明」に過ぎないというべきであり、假使事実の摘示だとしてもこれを虚

偽事実に該当すると見ることはできないという点で、この部分の公訴事実に対して無

罪を宣告した原審の判断は極めて妥当だ。 

 

 

4. 結論 

 

したがって 1 審が有罪と宣告した公訴事実 B に対する判断は重大な事実誤認および法理

誤解に起因したものであり、検事が公訴事実 A と C に対して提起した控訴理由は何の根拠

もないので、2 審裁判所は検事の控訴を全部棄却し、被告人柳錫春に無罪を宣告しなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

======================================================= 

 

[付録] ペンアンドマイク朴舜鐘記者が見た柳錫春事件 1 審判決の問題 (フェイスブック、

2024.4) 

 

 2019 年 9 月、延世大学校社会学科に専攻科目として開設された「発展社会学」授業途

中、受講生たちとの討論過程で定年を控えた教授がこのように話した。 

 

「日本軍『慰安婦』は売春の一種。」教授の発言は当時教室にいた学生たちによって録音

され、その録音ファイルが外部の人の手に渡され刑事事件となった。この発言の当事者は

延世大学校社会学科の柳錫春元教授だ。延世大学校出身の柳元教授は米国で修士·博士学位

過程を終えて国内に戻り、母校で 1987 年から教鞭を取った。 該当発言をした当時、柳元

教授は定年を 1 年残した状態だった。 

 

 柳元教授の授業中に発言内容が外部に知らされると、いわゆる「市民団体」で社会運

動をするという人々が蜂の群れのように飛びついて柳教授を攻撃した。特に 1990 年、日

本軍「慰安婦」強制連行被害者を支援する目的で結成された「韓国挺身隊問題対策協議会」

の後身である「日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯」はこの問題に非常に積極

的だった。「正義記憶連帯」は柳教授を検察に告発し、検察は 2020 年 10 月 29 日、彼を
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「虚偽事実摘示による名誉毀損」等の疑惑で不拘束起訴した。 

 

柳元教授に対する検察の公訴事実は次のいくつかに整理できる。 

 

A.「日本軍『慰安婦』は売春の一種」という趣旨の虚偽事実を公然と指摘することで、実

際に強制的に連行され、日本軍『慰安婦』としての生活を強要された日本軍『慰安婦』被

害者の名誉を毀損。 

B．事実はそうではないのに「韓国挺身隊問題対策協議会」が日本軍「慰安婦」の被害者

を教育することで彼らに虚偽の証言をさせたという趣旨の虚偽事実を公然と指摘すること

で「韓国挺身隊問題対策協議会」の名誉を毀損。 

C．「韓国挺身隊問題対策協議会」に、2014 年に違憲政党審判として解散した統合進歩党

幹部出身の人物が幹部として活動中である旨の虚偽事実を公然と指摘したことで、当該団

体の名誉を毀損。 

 

2024 年 1 月 24 日、ソウル西部地方裁判所刑事 4 単独のチョン·グ厶ヨン判事の審理で行

われた 1 審判決公判で裁判所は、柳元教授は上記 3 つの容疑のうち 2 つの容疑、すなわち

A「日本軍『慰安婦』は売春の一種」と発言したことで、日本軍「慰安婦」被害者の名誉

を毀損した点、C「韓国挺身隊問題対策協議会」幹部のうち従北政党である統合進歩党出

身者が幹部として活動中だという趣旨の虚偽事実を摘示し、該当団体の名誉を毀損した点

に対して無罪宣告した。 

 

特に議論になった「日本軍『慰安婦』は売春の一種」という発言と関連して裁判所が説示

した無罪の論理は、被告人柳元教授が日本軍『慰安婦』の強制連行被害事実を否定する趣

旨の発言をすることで社会通念に反する主張をしたとしても、そのような主張が学問の領

域でなされただけにこの社会では受忍されなければならないということだった。残りのも

う一つの無罪判決部分は摘示された事実が「事実」なので罪にならないという趣旨であっ

た。 
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果たしてその程度の論理で柳前教授に無罪を判決してもいいのだろうか？ 

 

 先に言及した「特に論難になった」発言部分と関連して柳教授に無罪判決が下されるや、

彼を告発した「正義記憶連帯」は怒りに包まれ、手に負えない姿を見せた。ソウル西部地

方裁判所前で記者たちの取材に応じた正義記憶連帯活動家カンギョンラン氏は裁判所判決

が「常識」と「国民世論」に反するもので、反歴史的判決という趣旨で裁判所を非難した。 

 

しかし裁判所は「証拠」を問い詰める所であり「常識」を問い詰める所ではないという

点でカン氏の論評には何の理由もないと言うだろう。 

 

 柳元教授を起訴した検察は柳元教授が「日本軍は朝鮮の女性たちを連れて行った事実

がないと主張するが、これは事実ではないので罪になる」という論理を展開した。 法律用

語で説明すると、柳元教授は「不存在」主張をしたのだ。一般的に「不存在」の証明は非

常に難しいので、「不存在」を否認する側で立証責任を負う。 

 

 しかも柳元教授事件の場合、被告人の疑惑立証責任は全て検察にあるので、柳元教授

の発言事 実が虚偽であり、実際には日本軍によって強制的に連行され日本軍「慰安婦」

としての人生を強要された被害者が存在するという事実を検察が証拠として立証しなけれ

ばならなかった。 

 

だが、裁判過程で検察は柳元教授の発言内容が虚偽という事実を全く立証できなかった。

とうとう柳元教授の発言による被害者が誰なのかも特定できなかったのが検察だった。 最

初から起訴されてはならない事件だった。 

 

 朴正熙大統領の青瓦台政務首席を務めた故柳赫仁先生の息子であり自由韓国党の革新

委員長を務めた社会著名人の「問題的発言」を巡り「この時が機会だ」と飛びかかり「柳

錫春を殺せ」という左翼陣営の要求に応じた文在寅政権「政治検察」の「政治行為」だっ

たわけだ。 

 

無罪判決を下したとはいえ、チョングムヨン判事も卑怯なのは同じだった。チョン判事は

検事の公訴事実立証がなされなかったという点を無罪判決の根拠にしなければならなかっ

たが、その部分はさっと隠して「学問の自由」を云々した。もちろん柳元教授の発言内容

は大学で「学問の自由」領域として保護されなければならない内容であることは明らかだ

が、本質は検事が柳元教授の発言内容の虚偽性を立証できなかったということにある。 

 

 米コネチカット大学の左派歴史学者アレクシス·ダーデン(Alexis Dudden)教授は「もし
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主張を裏付ける書類がなければ、すなわち証拠がなければ、その主張は真実ではない」と

した。 

 

 

 

日本軍が朝鮮の少女たちを強制的に連行し、軍慰安婦としての生活を強要したという主張

は飛び交う。 しかし、その主張を裏付ける物証はどこにあるのか問わざるを得ない。 
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研究発表 2 

 

 

 

「 慰安婦をめぐる事実と価値判断の間：経済分析の観点から 」 

 

 

福井 義高 

青山学院大学教授 

 

 

 

 

 

 
プロフィール 

 

青山学院大学大学院国際マネジメント研究科教授。1962 年京都市生まれ。

1985 年東京大学法学部卒業、1998 年カーネギーメロン大学大学院博士課程

修了（Ph.D.）。日本国有鉄道、東日本旅客鉄道株式会社、東北大学大学院

経済学研究科助教授を経て、現職。CFA。専門は会計情報・制度の経済分

析。近著：『鉄道ほとんど不要論』（中央経済社）、『教科書に書けないグロ

ーバリストに抗したヒトラーの真実』（ビジネス社）、『優しい日本人が気づ

かない残酷な世界の本音』（川口マーン惠美氏との共著、ワニブックス）。 
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研究発表３ 

 

 

 

「 2023 年日本国を相手にした慰安婦訴訟判決文と教科書の記述 」 

 

 

金 柄憲 

国史教科書研究所 所長 

 

 

 

 

 

 
プロフィール 

 

成均館大学校漢文学科の修士および博士を修了。韓国の歴史学者、大学講

師。韓国国史教科書研究所所長、慰安婦法廃止国民運動代表、国史問題研

究所理事を務めている。2019 年から、在大韓民国日本国大使館前の少女像

撤去を求める集会を開いており、2022 年 1 月には経済学者の李宇衍氏らと

慰安婦詐欺清算連帯を結成。近著『赤い水曜日、30 年間の慰安婦歪曲』の

日本語版を文藝春秋より出版。 
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研究発表 4 

 

 

 

「 韓国メディアの慰安婦問題に関する報道動向 」 

 

 

李 宇衍 

落星台経済研究所研究 委員 

 

 

 

 

 

 
プロフィール 

 

成均館大学校経済学科で「朝鮮時代-植民地期山林所有制度と林相の変化に

関する研究」で博士号（韓国経済史専攻）を取得。ハーバード大学経済学

科訪問研究員、九州大学韓国学研究センター交換教授を務め、現在落星垈

経 済 研究 所の 研究 委員 。著 書に 『韓 国の 山 林所 有制 度と 政策 の歴 史

1600~1987」（2010 年）、『韓国の長期統計 I、II』（2018 年、共著）、『反日

種族主義』（2019 年、共著）、訳本『徴用工なき徴用工問題』（2020 年）、

『慰安婦と戦場の性』（2022 年）。 2019 年 12 月から毎週水曜日に日本大使

館前で「慰安婦銅像撤去、水曜集会中断、正義連解体」を求め、正義連水

曜集会反対デモを行い 200 回を越えた。 
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 韓国メディアの慰安婦問題に関する報道動向  

 

李 宇衍（落星台経済研究所 研究委員） 

 

要旨 

 

この 10 年間、韓国メディアの「慰安婦」報道は、朴裕河（パク・ユハ）教授の著書とジ

ョン·マーク·ラムザイヤー教授の論文をめぐる司法裁判と世論裁判に集中した。  

 

朴裕河と関連しては、多くはないが、彼女をインタビューし、彼女が直接投稿し、彼女

を支持する立場を紹介する記事が登場し、これは以前になかった新しい現象だ。 朴裕河の

無罪宣告と関連した報道も充実していた。  

 

ラムザイヤー教授については人身攻撃性の記事が多く、彼を多様な側面から攻撃する多

様な勢力と彼らの立場が広く報道された。 しかし、彼を擁護したハーバード大学総長の発

言や、彼を支持する勢力に対する報道は非常にけちだった。 最終的に彼の論文が撤回され

なくなったという事実に関する報道も省略され、それに対して再び批判する報道が中心的

だった。 

 

 朴裕河らを擁護する韓国言論の新しい流れが現れたが、それは学問の自由を主張するこ

とが焦点であり、慰安婦の歴史的実態に対する議論はまだ本格的に始まっていない。 
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研究発表 5 

 

 

 

「 慰安婦訴訟～日韓関係を破壊する個人請求権 復活の危険 」 

 

 

松木 國俊 

国際歴史論戦研究所 上席研究員 

 

 

 

 

 

 
プロフィール 

 

1950 年熊本県生まれ。1973 年慶応義塾大学法学部卒業。1980 年～84 年豊

田通商ソウル事務所勤務。現在、朝鮮近現代史研究所所長。新しい歴史教

科書をつくる会副会長、国際歴史論戦研究所上席研究員。著書『ほんとう

は「日韓併合」が韓国を救った！』（WAC 出版）他多数。監修に百田尚樹

著『今こそ韓国に謝ろう』（日本語版及び韓国語版）など。 
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「 慰安婦訴訟～日韓関係を破壊する個人請求権 復活の危険 」 

 

松木 國俊（国際歴史論戦研究所 上席研究員） 

 

ご紹介頂きました松木です。本日は「日韓関係を破壊する個人請求権復活の危険」とい

うテーマでお話したいと思います。 

 

国際法違反の賠償命令 

 

2021 年 1 月 8 日、ソウル中央地方裁判所は、韓国人元慰安婦ら 12 名が日本政府に対し

て損害賠償を求めた訴訟において、原告一人当たり 1 億ウォン（約 1,100 万円）の支払を

命じる判決を下しました。 

さらに 2023 年 11 月 23 日、ソウル高等裁判所は、元慰安婦や遺族計 16 人に対して元慰

安婦一人当たり 2 億ウォン（約 2,200 万円）を支払うよう日本政府に命じました。 

いずれの裁判でも日本政府は、国際法上の「主権免除の原則」から日本政府相手の裁判

自体を認める事ができないという立場であり、当然控訴もしていないため、これらの判決

は韓国内において確定してしまいました。 

このように原告勝訴が続いていることから、韓国内ではさらに多くの元慰安婦の遺族だ

という人々が続々と名乗りを上げ、「勝てる」と考えて 日本政府相手の訴訟を起こそうと

しています。 

 

  ではここで原告勝訴を申し渡した、ソウル中央地方裁判所及びソウル高等裁判所の判決

理由を確認してみましょう。その骨子は次の 2 点です。 

 

１．日本政府は、戦時中に計画的かつ組織的に朝鮮の女性を強制連行して性奴隷とした。

これは国際規範に反する「反人道的犯罪行為」であり、「主権免除」の対象ではない。 

２．日本の不法な植民地支配下で被った民間人の損害賠償請求権は、政府間の交渉によっ

て消滅させることはできない。 

 

従って 元慰安婦の賠償請求権は、日韓間で 1965 年に締結した「日韓請求権・ 経済協力

協定」の適用対象に含まれない。 

このうち一番目の理由については日本政府が朝鮮の女性を強制連行した事実がなかった

ことが、日本政府の資料からも明らかであり、過去二回行われたこの「日韓共同シンポジ

ウム」でも完全に証明されていいます。 

従って「反人道的犯罪行為」をやった日本政府は主権免除にあたらないとする裁判所の

主張には全く根拠がありません。 
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二番目の元慰安婦の損害賠償請求権は「日韓請求権・経済協力協定」の適用対象ではな

いとする裁判所の主張はどうでしょうか。 

日韓間の請求権問題は 1965 年に「日韓基本条約」に付随して締結された「日韓請求

権・経済協力協定」によって「完全かつ最終的」に解決されています。 

この協定の第二条第三項には、両者が放棄すべき請求権について「協定締結日以前に生

じた事由に基づくものに関してはいかなる主張もできないものとする」 

このようにはっきり謳われています。慰安婦問題が仮にあったとしても、「日韓請求権・

経済協力協定」の締結前のことであり、この協定によって決着済なのです。 

 

国家間の交渉事は、全てその国の政府に一任されているのが国際法上の定則であり、

「国家間の合意は三権（司法、立法、行政）を超越して国家を拘束する」と「条約法に関

するウィーン条約」という国際法にも明記されています。 

従って韓国裁判所が今になって日本政府に賠償命令を下したのは、国家間の協定を破る

ことになり、司法の恐るべき越権行為であって、明らかに国際法に違反する不当な判決で 

あります。 

 

「不当な植民地支配」を前提とする判決 

 

韓国裁判所は、あくまで「日本統治」が「不当な植民地支配」であったことを前提にし

て、植民地支配下で被った民間人の被害への補償を求めています。 

ですがもし韓国裁判所の見解が正しければ、慰安婦問題や徴用工問題にとどまらず、日

本統治時代に日本人が行ったあらゆることが請求権の対象となるはずです。 

 朝鮮総督府が徴収した税金も、日本企業が朝鮮半島で得た利益も全てが民間か 

ら「搾取」 したことになります。 

統治期間中に日本から不利益を被ったことがあれば、何でも日本に請求すればよいこと

になります。無数に訴訟が提起され、日本政府や企業への賠償命令金額は天文学的数字と

なるでしょう。 

 

しかし、「日韓併合」は正式な国際条約によって二つの国が一つになったものであり、世

界も認めています。「日本統治」は決して不法な植民地支配ではありませんでした。 

従って「日本の不法な植民地支配への償い」を要求する韓国裁判所の判決には無理があ

り、今後いくら裁判が起こされ、賠償命令が出ても、日本側は到底受け入れることは出来

ないでしょう。 

 

 日本の「対韓請求権」が復活する 

 

そればかりではありません。「『 日韓請求権・経済協力協定』では民間人の請求権は消滅

97



していない」という韓国裁判所の主張に基づくならば、日本人民間資産に対する日本人の

請求権も当然消滅していないことになります。 

 

実は「日韓請求権・経済協定」における最も重要なポイントの一つは、日本が韓国に対

して保持していた資産に対する「請求権」を放棄したことにありました。 

統治期間中に日本は官民を挙げて朝鮮半島に莫大な投資をしており、終戦時に日本人が

韓国内で所有していた財産の比率は、製造業においては 85％を占めていました。 

戦後日本を支配していた GHQ（連合軍最高司令官総司令部）と日本政府が共同で調査

した結果、韓国側に残された「日本人民間資産」は少なくとも 343 億円ありました。 

これを総合卸売物価指数を当てはめて現在の価値に直せば、6 兆 5170 億円に達します。 

 

終戦後朝鮮半島南部で軍政を樹立した米軍は、1945 年 12 月に軍政法令第三十三号を公

布して、日本の国公有財産はおろか日本人の私有財産まですべてを接収しました。 

その後米軍はこれらの日本の資産を 1948 年 9 月に韓国政府に移管しています。しかしな

がら、これら日本の残置民間資産に対する日本側の請求権は、米軍接収後も依然として日

本側が保持していました。 

なぜなら 1907 年の「ハーグ陸戦協定」に「戦勝国は敗戦国民の私有財産を没収するこ

とを得ず」と明確に規定されています。もし米軍が日本の民間資産を没収したのであれば、

それは「戦争犯罪行為」となります。 

 

実際には戦後の混乱の中で米軍が日本の民間資産を管理し、韓国政府に預けた状態であ

り、それらの民間資産の所有権は日本側に残っていました。 

1952 年から 1965 年まで七次に亘った日韓交渉において、当初日本側は朝鮮に残した日

本資産は国有財産も含めて全て日本側に所有権があるとの立場を明確にし、請求権を主張

していました。 

 

しかしながら、これをどこまでも請求すれば、韓国経済が立ち行かなることも事実です。 

結局日本側が大幅に譲歩し、本来であれば日本人のものである韓国に残した民間資産へ

の請求権を「日韓請求権・経済協力協定」で全て放棄したのです。 

さらに、この「日韓請求権・経済協力協定」によって日本側は韓国に無償３億ドル、有

償２億ドル、商業借款３億ドル、合計 8 億ドルの経済援助を行うことを取り決め、実行し

ました。 

その額は当時の日本の外貨保有額 18 億ドルの 40％であり、韓国の政府予算の 2 年半分

に相当しました。これによって日韓請求権問題は完全かつ最終的に解決したわけです。 

 

しかし、先ほど述べた通り、民間人の請求権が消滅していないのであれば、韓国に残し

た日本人の民間資産への請求権が復活します。現在の価値で 6 兆 5170 億円です。 
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さらに請求権問題を完全かつ最終的に解決するために供与した無償 3 億ドルの経済援助

も意味がなくなります。現在の価値に直し、金利をつけて返してもらわねばならなくなる

のです。 

そうなれば、日韓の間で過去にさかのぼった無益で泥沼の訴訟合戦が果てしなく続き、

日韓関係は破綻します。 

 

日韓が協力して世界をリードしよう 

 

しかし、中国、ロシア、北朝鮮という周辺の覇権主義国家や無法国家の軍事的脅威が増

大する中で、日韓が対立している場合ではありません。ではどうすればよいでしょうか。 

かつて朴槿恵大統領は「加害者と被害者の関係は千年経っても変わらない」と言いまし

た。 

しかし過去千年を振り返れば、アメリカはインデアンを虐殺し、ヨーロッパ諸国は有色

人種の国を植民地にして収奪の限りを尽くしました。 

共産主義の暴力革命や圧政で一億人が虐殺されました。第一次大戦、第二次大戦でも膨

大な人々が恨みを飲んで死んでいます。 

 

 恨みが本当に千年も続くのなら、地球上には怨念ばかりが渦巻き、人類は過去に捕らわ

れて一歩も前に進めなくなります。この世界に和解の日は永遠に訪れないでしょう。 

しかし人類はそれほど愚かではありませんでした。人類の英知は、国際法を作り、条約

によって過去を全て清算し、過去の恨みを克服して 新しい歴史を切り開いて来ました。 

日本と韓国も「日韓基本条約」そして「日韓請求権・経済協力協定」という二つの条約

によって日本統治時代の過去を全て清算し、共に協力して今日の繁栄する両国を築いて来 

ました。 

 

韓国の人たちに是非そのことを思い起こして欲しいと思います。そして最後に韓国の皆

さんに次のように訴えたいと思います。 

慰安婦問題はもともと日韓を離反させ、互いに反目させようとする、親北朝鮮や親中国

の左翼勢力がでっち上げた「嘘」なのです。 

左翼勢力の扇動に乗って日韓が反目すれば、中国や北朝鮮の軍事力に対抗できません。

日韓両国の自由民主主義体制が共倒れとなってしまいます。 

 

このシンポジウムでも明らかなように、慰安婦強制連行などなかったのです。日韓両国

にとって無益どころか自滅に繋がる争いは一日も早くやめましょう。 

そして未来に向かって、極東の経済大国である日本と韓国が力を合わせ、東アジアの自

由民主主義体制を守り抜き、そして世界をリードして行けるよう最善を尽くそうではあり

ませんか。 
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위안부 소송：한일관계를 파괴시키는 개인청구권 부활 위험 

 

마츠키쿠니토시（국제역사논쟁연구소 상석연구원） 

 

소개받은 마츠키입니다. 오늘은 ‘한일관계를 파괴시키는 개인청구권 부활의  

위험’이라는 주제로 말씀드리고자 합니다. 

 

국제법을 위반한 배상명령 

 

2021 년 1 월 8 일 서울중앙지방법원은 한국인 전 위안부 12 명이 일본정부를 상대로 

손해배상을 청구한 소송에서 원고 1 인당 1 억원(약 1,100 만엔)의 배상을 명하는 판결을 

내렸습니다.  

이어 2023 년 11 월 23 일 서울고등법원은 전 위안부와 유족 총 16 명에게 전 위안부 1 인당 

2 억원(약 2,200 만엔)을 지불하도록 일본정부에 명령했습니다.  

위의 두 재판에서 일본 정부는 국제법상 ‘주권면제의 원칙’ 아래 일본 정부를 상대로 하는 

재판 자체를 인정할 수 없다는 입장이고, 당연히 항소도 하지 않았기 때문에 위의 두 재판은 

한국 내에서 판결이 확정된 상태입니다. 

이처럼 원고 승소가 계속되자 한국 내에서는 더 많은 전 위안부 유족이라는 사람들이 속속 

나타나서 ‘재판에서 승소할 수 있다 ’고 생각하고 일본 정부를 상대로 소송을 제기하려고 

합니다. 

 

그럼 여기서 원고 승소를 선고한 서울중앙지방법원 및 서울고등법원의 판결 이유를 확인해 

보겠습니다. 그 골자는 다음의 두 가지입니다.  

 

1. 일본 정부는 전시 중에 계획적이고 조직적으로 조선 여성을 강제 연행해 성노예로 삼았다. 

이것은 국제규범에 어긋나는 반인도적 범죄행위로 주권면제 대상이 아니다.  

2. 일본의 불법적인 식민지배하에서 입은 민간인의 손해배상청구권은 정부간 협상에 의해 

소멸시킬 수 없다.  

 

따라서 전 위안부의 배상청구권은 한일간 1965 년에 체결한 ‘한일청구권 경제협력협정’의 

적용 대상에 포함되지 않는다.  

이 중 첫 번째 이유에 대해서는 일본 정부가 조선 여성을 강제연행한 사실이 없었다는 것이 

일본 정부의 자료에서도 분명하며, 과거 두 차례 있었던 ‘한일공동심포지엄'에서도 완전히 

증명되었습니다.  

따라서 ‘반인도적 범죄행위’를 한 일본 정부는 ‘주권면제’에 해당되지 않는다는 법원의 

주장은 전혀 근거가 없습니다.  
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두 번째 전 위안부의 손해배상청구권은 ‘한일청구권·경제협력협정’의 적용 대상이 아니라는 

법원의 주장은 어떨까요? 

한일청구권 문제는 1965 년에 ’한일기본조약'에 부속되어 체결된 ‘한일청구권 ·

경제협력협정’에 의해 ‘완전하고 최종적'으로 해결되었습니다.  

이 협정의 제 2 조 제 3 항에는 양자가 포기해야 할 청구권에 대해 ‘협정체결일 이전에 발생한 

사유에 근거한 것에 관해서는 어떠한 주장도 할 수 없는 것으로 한다.’ 

이렇게 분명하게 강조하고 있습니다. 위안부 문제가 설령 있다고 해도 ‘한일청구권 

경제협력협정 체결 전의 일로, 이 협정에 의해 매듭지어진 것입니다. 

 

국가간의 교섭은 모두 그 나라의 정부에 일임되어 있는 것이 국제법상 정해진 법칙이며, 

「국가간의 합의는 삼권(사법, 입법, 행정)을 초월하여 국가를 구속한다」와 「조약법에 관한 

빈 조약」이라는 국제법에도 명기되어 있습니다.  

따라서 한국 법원이 이제 와서 일본 정부에 배상명령을 내린 것은 국가 간 협정을 어기는 

것이며 사법부의 가공할 월권행위로 명백히 국제법을 위반하고 있습니다. 

 

부당한 식민지지배를 전제로 한 판결 

 

한국 법원은 어디까지나 ’일본 통치‘가 ’부당한 식민지 지배‘였음을 전제로 식민지 지배 

하에서 입은 민간인의 피해에 대한 보상을 요구하고 있습니다.  

하지만 만약 한국 법원의 견해가 맞는다면 위안부 문제나 징용공 문제에 그치지 않고 일본 

통치시대에 일본인이 행한 모든 일이 청구권 대상이 될 것입니다.  

조선총독부가 징수한 세금도, 일본 기업이 한반도에서 얻은 이익도 모두 민간으로부터 ’착취

‘'한 셈이 됩니다.  

통치 기간 중에 일본으로부터 불이익을 받은 적이 있으면 무엇이든 일본에 청구하면 되게 

됩니다. 무수히 소송이 제기되어 일본 정부나 기업에 대한 배상 명령 금액은 천문학적 숫자가 

될 것입니다.  

 

그러나 한일합방은 공식적인 국제조약에 의해 두 나라가 하나가 된 것으로 세계도 인정하고 

있습니다. ’일본 통치‘는 결코 불법적인 식민지지배가 아니었습니다.  

따라서 ’일본의 불법적인 식민지 지배에 대한 보상 ‘을 요구하는 한국 법원의 판결에는 

무리가 있으며, 앞으로 아무리 재판이 진행되고 배상명령이 내려져도 일본 측은 도저히 

받아들일 수 없을 것입니다.  

 

일본의 ‘대한청구권’이 부활한다 

 

그뿐만이 아닙니다. “‘한일청구권 · 경제협력협정 ’ 에서는 민간인의 청구권이 소멸되지 

않았다”라는 한국 법원의 주장에 근거한다면 일본인 민간자산에 대한 일본인의 청구권도 
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당연히 소멸되지 않은 것이 됩니다.  

 

사실 ‘한일청구권·경제협정’의 가장 중요한 포인트 중 하나는 일본이 한국에 대해 보유하고 

있었던 자산에 대한 ‘청구권’을 포기한 데 있었습니다.  

통치 기간 동안 일본은 민관이 함께 한반도에 막대한 투자를 했고, 종전 시 일본인이 한국 

내에서 소유하고 있던 재산의 비율은 제조업에서 85%를 차지했습니다. 

전쟁 후 일본을 지배하고 있던 GHQ(연합군 최고사령관 총사령부)와 일본 정부가 공동으로 

조사한 결과, 한국 측에 남겨진 ‘일본인 민간 자산’은 적어도 343 억엔이 있었습니다.  

이를 종합도매물가지수를 적용해 현재 가치로 고치면 6 조 5,170 억엔에 이릅니다.  

 

종전 후 한반도 남부에서 군정을 수립한 미군은 1945 년 12 월 군정법령 제 33 호를 공포하여 

일본의 국유재산은 물론 일본인의 사유재산까지 모두 접수하였습니다.  

그 후 미군은 이러한 일본의 자산을 1948 년 9 월에 한국 정부에 이관했습니다. 그렇지만, 

이러한 일본이 남겨 둔 민간 자산에 대한 일본측의 청구권은, 미군 접수 후에도 여전히 

일본측이 보유하고 있었습니다.  

왜냐하면 1907 년 ‘헤이그 육전협정’에 ‘전승국은 패전 국민의 사유재산을 몰수할 수 

없고다’라고 명확히 규정되어 있습니다. 만약 미군이 일본의 민간 자산을 몰수했다면, 그것은 

‘전쟁 범죄 행위’가 됩니다.   

 

실제로는 전쟁 후의 혼란 속에서 미군이 일본의 민간자산을 관리하고 한국 정부에 맡긴 

상태였으며, 그 민간자산의 소유권은 일본 측에 남아 있었습니다.  

1952 년부터 1965 년까지 7 차에 걸친 한일 협상에서 당초 일본 측은 조선에 남긴 일본 

자산은 국유재산을 포함해 모두 일본 측에 소유권이 있다는 입장을 분명히 하고 청구권을 

주장했습니다.  

 

그러나 이것을 어디까지나 청구하면 한국 경제가 설 자리를 잃게 되는 것도 사실입니다.  

결국 일본 측이 대폭 양보해 원래대로라면 일본인의 것인데도 한국에 남겨진 민간자산에 

대한 청구권을 ‘한일청구권·경제협력협정’으로 모두 포기한 것입니다.  

또한 이 ‘한일청구권·경제협력협정’에 따라 일본측은 한국에 무상 3 억달러, 유상 2 억달러, 

상업차관 3 억달러, 합계 8 억달러의 경제원조를 하기로 결정하고 실행했습니다.  

그 액수는 당시 일본 외환보유액 18 억달러의 40%로 한국 정부 예산의 2 년 반에 

해당했습니다. 이것으로 한일청구권 문제는 완전하고 최종적으로 해결된 셈입니다.  

 

그러나 앞서 말한 대로 민간인의 청구권이 소멸되지 않았다면 한국에 남겨진 일본인의 

민간자산에 대한 청구권이 부활 됩니다. 현재 가치로 6 조 5,170 억엔입니다.  

또한 청구권 문제를 완전하고 최종적으로 해결하기 위해 공여한 무상 3 억달러의 경제 

원조도 의미가 없어집니다. 현재의 가치로 고치고, 금리를 매겨 돌려 받지 않으면 안 되는 
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것입니다.  

그렇게 되면 한국과 일본은 과거로 거슬러 올라가서 무익하고 진흙탕 같은 소송전이 끝없이 

계속되어 한일관계는 파탄이 날 수밖에 없습니다.  

  

한일이 협력해서 세계를 리드합시다.  

 

그러나 중국, 러시아, 북한이라는 주변 패권주의 국가나 무법 국가의 군사적 위협이 

증대하는 가운데 한일이 대립하고 있을 때가 아닙니다. 그러면 어떻게 하면 될까요? 

과거 박근혜 대통령은 “가해자와 피해자의 관계는 천 년이 지나도 변하지 않는다 ” 고 

했습니다.  

그러나 지난 천년을 돌아보면 미국은 인디언을 학살했고, 유럽 국가들은 유색인종 국가를 

식민지로 삼아 끝없이 수탈했습니다.  

공산주의 폭력혁명과 압정으로 1 억 명이 학살당했습니다. 제 1 차 대전, 제 2 차 대전에서도 

엄청난 사람들이 원한에 사무쳐 죽어갔습니다.  

 

원한이 정말 천 년이나 지속된다면 지구상에는 원한만 소용돌이치고 인류는 과거에 

사로잡혀 한 발짝도 앞으로 나아갈 수 없게 될 것입니다. 그러면 이 세계에 화해의 날은 영원히 

오지 않을 것입니다.  

하지만 인류는 그렇게 어리석지 않았습니다. 인류의 예지는 국제법을 만들고 조약을 통해 

과거를 모두 청산하며과거의 원한을 극복하고 새로운 역사를 열어왔습니다. 

일본과 한국도 ‘한일기본조약’ 그리고 ‘한일청구권·경제협력협정’이라는 두 개의 조약을 

통해 일제 시대의 과거를 모두 청산하고 함께 협력하여 오늘의 번영하는 양국을 만들어 

왔습니다. 

 

한국 분들이 꼭 이 일을 기억하셨으면 좋겠습니다. 그리고 마지막으로 한국 분들께 다음과 

같이 호소드리고 싶습니다. 

위안부 문제는 원래 한일관계를 이반시키고 서로 반목시키려는 친북이나 친 중국 좌익 

세력이 꾸며낸 거짓말입니다.  

좌익 세력의 선동에 속아 한일이 반목하면 중국이나 북한의 군사력에 대항할 수 없습니다. 

한일 양국의 자유민주주의 체제가 공멸하고 말 것입니다.  

 

이 심포지엄에서도 분명히 알 수 있듯이 위안부 강제 연행 같은 것은 없었습니다. 한일 

양국에 있어서 무익하기는커녕 자멸로 이어지는 싸움은  하루라도 빨리 그만합시다. 

그리고 미래를 향해 극동의 경제대국인 일본과 한국이 힘을 합쳐 동아시아의 

자유민주주의 체제를 지켜내고 세계를 선도해나갈 수 있도록 최선을 다합시다. 
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